
五
四

(三
期
目
現
在)

五
・
一二～

金
山
二
男

荒
島

保

五
・
一
二五
・
一
二
～

松
重
三
郎

五
・
一
一

第
十
五節

市
役
所
庁
舎
の
変
遷

滝
川
村
・
町
時
代

明
治
二
十
三
年
四
月
一
日
滝
川
村
・
奈
江
村
戸
長
役
場

が
置
か
れ
た
が、
庁
舎
が
な
く
上
川
道
路
開
さ
く
の
事
務
所
で
樺
戸
集
治
監
の

空
知
川
派
出
所
を
改
造
し
た
駅
通
の
一
部
を
使
っ
て
事
務
を
執
っ
た
。

そ
の
後
当
時
の
空
知
通
り
北
一丁
目
(現
リビ
ン
グ
中
島の
所)
に
戸
長
住
宅
等

戸
長
役
場
と
い
う
仮
庁
舎
を
新
築
し
て
事
務
を
執
っ
た
。
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最初の役場庁舎(明治28年6月建築)

明
治
二
十
八
年
六
月
二
十
日
奈
江
村

戸
長
役
場
の
分
離
独
立
が
あ
っ
て、

滝
川
村
戸
長
役
場
も
空
知
通
北
二
丁

目
(現
中
央、バス

ターミ
ナ
ルの所)

に
新

築
さ
れ
た
。

開
村
当
時
は
屯
田
兵
村
の
番
外
地

と
し
て
空
知
大
橋
か
ら
現
在
の
中
央

バ
ス
ター
ミ
ナ
ル
ま
で
の
間
に
家
が

点
在
し
、
し
だ
い
に
密
集
し
て
き
た

も
の
で、
こ
の
地
域
と
西
側
の
滝
川

駅
裏
に
あ
た
る
石
狩
川
の
波
止
場
の

繁
華
街
の
中
間
地
点
に
戸
長
役
場
を
建
築
し
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
滝
川
村
・

町
の
行
政
の
中
心
地
は
現
在
の
中
央
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
近
辺
で
あ
っ
た
。

開
村
以
来、
戸
長
役
場
内
に
札
幌
警
察
署
市
来
知
分
署
空
知
太
巡
査
駐
在
所

が
あ
っ
た
が
、
明
治
二
十
八
年
三
月
札
幌
警
察
署
滝
川
分
署
と
な
り、
現
在
の

市
役
所
の
位
置
に
分
署
庁
舎
を
建
て
た
。
大
正
五
年
一
月
一
日
分
署
が
警
察
署

に
昇
格
し
た
た
め
に
庁
舎
が
狭
く
な
っ
た
の
で
移
転
新
築
す
る
こ
と
に
な
り
、

役
場
に
隣
接
し
た
場
所
を
選
び、
町
役
場
が
分
署
庁
舎
の
跡
に
移
っ
た。

こ
の
分
署
庁
舎
は
明
治
四
十
一
年
に
工
費
一、
五
八
五
円
を
投
じ
て
新
築
さ

れ
た
も
の
で、
建
坪
四
七
・
五
坪
の
木
造
平
家
建
柾
葺
で
あ
っ
て、
こ
こ
に
移

転
し
た
の
は
大
正
五
年
十
二
月
の
こ
と
で
あ
る
。

町
勢
の
発
展
に
伴
っ
て
役
場
庁
舎
が
狭
く
な
り、
大
正
十
年
九
月
渡
辺
忠
四

郎
町
長
の
時
に
改
築
着
工、
十
二
月
に
建
坪
延
一
四
四
・
二
五
坪
二
階
建
の
本

庁
舎
が
竣
工
し
た。
附
属
建
物
と
し
て
物
置二
六
坪、
石
炭
庫
四
四
・
五
坪、

総
建
築
費
は
一万
六
〇
〇
円
で
あ
っ
た
。

二
階
は
六
〇
坪
の
議
事
堂
兼
町
公
会
堂
と
し
て
よ
く
使
わ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
終
戦
後、
地
方
自
治
の
確
立
と
と
も
に
地
方
事
務
の
繁
忙
を
迎
え
て、
庁

舎
が
狭
く
な
った
の
で
昭
和二
十
三
年
三
月
に
不
要
と
な
っ
た
隔
離
病
舎
を
移

転
し
て
平
屋
建
九
一
坪
を
増
築
し
た
。
二
十
四
年
に
は
倉
庫
四
四
・
五
坪、
二

十
五
年
施
設
課
二
四
坪、
同
水
道
課二
階
建
七
二
坪、
二
十
六
年
日
雇
労
務
者

集
会
所、
教
育
委
員
会
事
務
局
四
七
坪、
二
十
九
年
十
一
月
車
庫
七
四
・
三七
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坪
、
三
十
年
大
工
小
屋
九
・
七
五
坪
と
毎
年
の
よ
う
に
新
増
築
が
あ
っ
て
総
建

坪
数
は
五
三
四
・
一坪
と
な
っ
た
。

建
物
が
離
れ
て
事
務
を
執
る
の
で
不
便
な
う
え
に
一
時
的
な
バ
ラ
ッ
ク
造
り

な
の
で
、
老
朽
化
も
早
く
職
員
の
健
康
管
理
面
で
も
よ
く
な
か
った
。

滝川町役場 (2回目の庁舎)
一大正5年12月から使用一

前役場庁舎

施
設
の
必
要
性
に
迫
ら
れ、
中
で
も
学
校
校
舎
の
増
築
等
は
相
当
多
額
の
費
用

を
要
す
る
ので
、
役
場
庁
舎
の
新
築
は
で
き
な
い
状
況
が
続
い
た
。

大
正
七
年
に
至
っ
て
村
基
本
財
産
四、
〇
〇
〇
円
を
売
却
し
て
建
築
財
源
に

充
て
る
村
会
の
議
決
を
得
る
こ
と
に
な
り
、
当
該
年
度
予
算
に
庁
舎
建
築
費
と

し
て四
、
三〇
〇
円
を
計
上
し
た。
建
築
位
置
に
つ
い
て
は
さ
き
の
旧
中
隊
本

部
敷
地
よ
り
国
道
寄
り
で
明
治
四
十
四
年
に
建
て
ら
れ
た
公
会
堂
に
連
結
し
て

建
て
る
こと
に
な
り、
同
年
十
月
に
建
設
さ
れ
た
。

終
戦
後
人
口
の
増
大
と
地
方
事
務
の
繁
雑
が
あ
り、
職
員
数
も
著
し
く
増
え

て
庁
舎
が
狭
い
た
め
事
務
能
率
を
大
き
く
阻
害
し
て
町
民
へ
の
サ
ー
ビ
ス
及
び

職
員
の
保
健
衛
生
面
に
影
響
が
あ
る
の
で
改
築
の
必
要
性
が
あ
っ
た
。

昭
和
二
十
九
年
に
本
道
を
襲
っ
た
台
風
十
五
号
に
も
被
害
を
受
け、
町
政
の

場
と
し
て
の
体
面
も
悪
く、
道
内
で
も
老
朽
庁
舎
と
し
て
指
折
り
数
え
ら
れ
る

江
部
乙
町
役
場
庁
舎
の
変
遷

江
部
乙
村
分
村
当
時
は
役
場
庁
舎
の
新
築
は
不
可
能
で
あ
っ
た
た
め、
仮
庁

舎
を
十三
丁
目
の
屯
田
兵
時
代
の
事
業
場
を
充
て
た。
そ
の
後
中
隊
本
部
で
あ

っ
た
建
物
が
部
落
共
有
財
産
と
な
っ
て
い
た
の
で、
明
治
四
十
二
年
六
月
二
十

日
寄
附
を
受
け
、
こ
れ
を
改
造
し
て
役
場
庁
舎
と
し
た
。

そ
の
後
村
の
発
展
に
伴
い行
政
事
務
も
複
雑
を
き
た
し、
吏
員
の
数
も
多
く

な
り
庁
舎
が
狭
い
と
い
う
こ
と
で
、
大
正
二
年二
月
七
日
の
村
会
で
役
場
庁
舎

新
築
の
建
議
案
が
出
さ
れ、
満
場
一
致
で
可
決
さ
れ
た
も
のの
、
分
村
後
の
諸

江部乙村役場明治42年当時
中隊本部を役場庁舎として事務を執った亀田村長ほか

旧江部乙村役場庁舎
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ほ
ど
に
な
っ
た
が、
財
政
再
建
団
体
の
指
定
を
受
け
る
町
政
に
あ
っ
て
は
庁
舎

の
新
改
築
も
見
送
ら
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
あ
っ
た。

昭
和三
十
七
年
に
至
っ
て
高
桑
町
長
は
昨
三
十
六
年
に
財
政
再
建
を
一
年
短

縮
繰
上
げ
た
こと
も
あ
っ
た
の
で
、
財
源
を
起
債
に
求
め
待
望
の
庁
舎
建
築
に

踏
み
切
る
こ
と
に
な
っ
た
。
三十
七
年三
月
二
十
四
日
第
一
回
定
例
町
議
会
に

お
い
て
議
決
を
み
て
、
五
月
三
十
日
指
名
入
札
の
結
果、
上
砂
川
町三
砂
建
設

が
総
工
費
を
九
八
八
万
円
で
落
札、
六
月
五
日
工
事
着
手、
同
年
九
月
十
日
竣

工
の
運
び
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

新
庁
舎
の
位
置
は
旧
庁
舎
と
同
じ
江
部
乙
町
一、
八
四二
番
地と
し、
建
築

面
積
三
〇
四
・
五
坪、
木
造
モ
ル
タ
ル
塗
、
軽
量
鉄
骨
入
・
二
階
建、
基
礎
布

コ
ン
ク
リ
ー
ト
・
亜
鉛
鉄
板
長
尺
カ
ラ
ー
の
屋
根
を
も
っ
て
造
ら
れ
た
。

江部乙町役場庁舎平面図
監 査
委員室 二階 小会議室5

4 WC廊

下
議会事務局

議員控室 議 事 堂 中会議室議長室兼応接室

政

設 計
建築工事

江部乙町役場 峰岸衛弥技師
上砂川町 三砂建設株式会社

用度庫 器具庫 階
T 写真室「 玄関

湯沸室
宿直室更

WC

町長室 事 務 室 印刷室“兼
応接室 田

町民室廊 下

玄 関
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な
お
新
築
落
成
式
は
昭
和
三
十
七
年
・
三十
八
年
の
継
続
事
業
と
な
っ
て
お

り、
庁
舎
と
併
せ
て
建
築
落
成
し
た
体
育
館
の
式
典も
行
い三
十
八
年
十
二
月

十
一
日
体
育
館
に
お
い
て
盛
大
に
行
っ
て
い
る
。

昭
和
四
十
六
年
四
月
一
日
滝
川
市
と
の
合
併
に
よ
り
江
部
乙
町
役
場
庁
舎
と

し
て
の
勤
め
は
終
わ
り、
滝
川
市
役
所
江
部乙
支
所
と
な
っ
た
が、
四
十
八
年

十
一
月
五
日
消
防
署
江
部
乙
支
署
を
新
築
す
る
た
め
支
所
庁
舎
を
一
部
解
体し

た
。
四
十
九
年
七
月
十
五
日
消
防
支
署
竣
工
に
伴
い
江
部
乙
支
所
が
こ
れ
に
入

り、
旧
役
場
庁
舎
の
残
存
部
分
は
江
部
乙
農
協
へ
譲
ら
れ
て、
完
全
に
市
行
政

江部乙町役場
階上138坪 階下166.5坪 計304.5坪

江部乙町役場庁舎内一階
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施
設
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

市
役
所庁
舎

昭
和
三
十
三
年
七
月
一
日
滝
川
町
が
市
制
施
行
さ
れ
た

が、
本
庁
舎
は
大
正
十
年
十
二
月
の
建
築
で
老
朽
化
も
は
な
は
だ
し
く
、
二
階

の
使
用
は
人
の
集
ま
る
集
会
は
い
つ
床
が
落
ち
る
か
わ
か
ら
な
い
の
で
、
制
限

し
て
会
議
も
で
き
な
い
状
態
と
な
り
、
増
築
さ
れ
た
平
屋
部
分
に
つ
い
て
も
床

が
落
ち
始
め、
合
掌
も
ハ
サ
木
丸
太
を
針
金
で
結
ん
で
あ
る
と
い
う
粗
末
な
造

り
で
あ
る
た
め、
倒
壊
を
避
け
る
支
木
が
何
本
も
並
び、
市
役
所
と
し
て
ふ
さ

わ
し
い
庁
舎
で
は
な
か
っ
た
。

さ
き
に
道
庁
に
委
託
し
て
行
っ
た
建
物
診
断
で
は
「老
朽
建
物
で
危
険
で
あ

る
か
ら
速
や
か
に
改
築
の
う
え
取
壊
し
を
す
べ
き
で
あ
る
。
」
と
い
う
結
論
が

出
さ
れ
て
お
り、
さ
ら
に
事
務
所
が
分
散
し
て
お
り
連
絡
も
不
充
分
で
市
民
に

も
不
便
で、
非
常
に
狭
く
事
務
能
率
の
点
か
ら
も
職
員
の
健
康
管
理
面
で
も
改

築
を
す
べ
き
状
況
に
あ
っ
た。

し
か
し、
財
政
再
建
団
体
と
い
う
こ
と
で
思
う
よ
う
に
い
か
ず、
監
督
官
庁

で
は
「
再
建
団
体
が
庁
舎
改
築
と
は
論
外」
と
全く
聴
き
入
れ
て
く
れ
な
い
状

態
で
あ
っ
た
が、
市
と
し
て
は
早
く
立
派
な
市
庁
舎
を
建
て
る
こ
と
が
懸
案
事

項
で
あ
っ
た。
さ
ら
に
消
防
署
庁
舎
も
昭
和
七
年
に
建
築
さ
れ
たも
の
で、
三

〇
年
も
過
ぎ
て
い
る
こ
と
か
ら、
こ
れ
も
相
当
老
朽
化
し
て
危
険
視
さ
れ
て
お

り
、
市
庁
舎
を
建
てる
場
合
は
総
合
庁
舎
と
し
て、
市
長
部
局
・
市
議
会
・
各

種
委
員
会
・
消
防
署
を
合
せ
た
建
物
と
す
る
方
針
が
立
て
ら
れ
た
。

佐
久
間
市
長
は
上
部
官
庁
に
再
三
陳
情
し
昭
和
三
十
五
年
度
か
ら三
カ
年
計

画
を
以
て
総
工
費
一
億三
、
八
〇
〇
万
円
で
地
上
三
階、
一
部
地
下
一
階
延
面

積
四、
九
一
八
平
方
メ
ー
ト
ル
の
鉄
筋
コ
ン
ク
リー
ト
造
り
に
踏
切
った
。
主

体
工
事
は
戸
田
組
が
請
負
い
昭
和
三
十
六
年
四
月
八
日
に
着
工
し
た。

工
事
を
急
ぎ
同
年
十
二
月
四
日
に
業
務
を
開
始
す
る
に
至
っ
た。
開
庁
に
あ

た
り
一
般
に
公
開
見
学
日
と
し
た
と
こ
ろ、
市
民
の
参
観
者
が
数
千
人
に
も
の

ぼ
り
、
市
民
の
殿
堂
と
も
い
う
べ
き
市
役
所
の
完
成
を
心
か
ら
喜
ん
だ
。

翌
三
十
七
年
六
月
九
日
落
成
式
が
行
わ
れ、
斉
藤
道
副
知
事
な
ど
内
外
の
来

賓
の
出
席
を
得
て
新
し
い
市
庁
舎
の
竣
工
を
祝
っ
た
。

広
く
明
る
い
市
庁
舎
の
完
成
に
よ
り
人
口
七
～
八
万
人
ま
で
は
増
改
築
は
不

必
要
と
考
え
ら
れ
て
い
た
も
の
が、
地
方
事
務
の
内
容
が
複
雑
化
し、
市
民
サ

ー
ビ
ス
の
向
上
を
図
る
窓
口
事
務
の
一
本
化
な
ど
に
努
め、
事
務
能
率
を
あ
げ

て
い
た
にも
か
か
わ
ら
ず
、
人
口
四
万
人
で
既
に
狭
い
庁
舎
と
な
っ
て
き
た。

昭
和
四
十
六
年
四
月
一
日
滝
川
市
・
江
部
乙
町
の
合
併
に
よ
り
新
し
い
滝
川
市

に
生
ま
れ
変
わ
り、
決
定
的
な
狭
さ
は
増
築
に
踏
み
切
ら
せ、
同
年
八
月
二
十

日
本
庁
舎
の
南
東
に三
階
建
別
館
を
増
築
着
手
し
た
。
こ
の
別
館
は
さ
き
の
本

庁
舎
大
会
議
室
が
一
般
事
務
室
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
の
で、
三
階
に
大
会
議

室
、
二
階
は
議
会
議
員
室
、
委
員
会
会
議
室
、
一
階
は
ボ
イ
ラ
ー
室
、
事
務
室

と
し
て
造
っ
た
工
事
費
は
七、
二
九
五
万
円、
昭
和
四
十
七
年
三
月三
十
一日

に
竣
工
し
た。
主
体工
事
の
請
負
は
中
山
組
が
行
っ
た
。

こ
の
後
に
お
い
て
も
庁
舎
は
し
だ
い
に
狭
隘
と
な
り、
教
育
委
員
会
の
一
部

は
管
理
施
設
の
事
務
室
に
移
っ
た
り
、
会
議
室
を
事
務
に
使
っ
て
過
す
よ
う
に

な
っ
た
が、
昭
和
五
十
三
年
度
に
至
り
消
防
庁
舎
を
独
立
分
離
さ
せ、
五
十
四

年
四
月
二
日
消
防
庁
舎
が
移
転
開
庁
し
た
た
め、
旧
消
防
署
を
改
修
し
て
新
し

い
市
役
所
内
配
置
に
よ
り
業
務
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。
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第
五
編
行

政

滝川市役所庁舎 (昭和53年度現在)

位
置

滝
川
市
大
町
一
丁
目二
番
十
五
号

一、
七
四
一
・
三
一平
方
メー
ト
ル

敷
地

市
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
に、
江
部
乙
支
所
を
置
い

て
い
る
が、
所
管
区
域
は
江
部
乙
町
一
円
で
あ
る
。

市
役
所
江
部
乙
支
所

位
置
滝
川
市
江
部
乙
町
東
十
一
丁
目
十三
番
一号

第
十
六
節
村
・
町
役
場、
市
役
所
機
構

滝
川
村
時
代
の
戸
長
役
場
は
戸
長
の
職
務
(戸
長の
職
務
概目
の
項
参照
)
を
補

助
す
る
数
名
の
職
員
に
よ
り
事
務
を
執
り
、
二
級
町
村
制
施
行
に
は
村
長
事
務

に
収
入
役
が
置
か
れ
、
一級
町
村
制
に
は
助
役
を
置
く
よ
う
に
な
り
、
事
務
内

容
も
幾
分
か
複
雑
化
し
て
き
た。

し
かし
大
き
な
変
化
も
な
く
少
な
い
人
数
で
事
務
処
理
を
行
っ
て
い
た
。

戦
事
色
の
濃
く
な
る
に
従
い、
兵
事
係
や
物
資
の
統
制、
配
給
と
忙
が
し
さ
を

増
し
た
が、
昭
和
十
五
年
の
滝
川
町
史
に
は
書
記
一二
名、
書
記
補
一
二
名、

臨
時
雇
二
名
の
計
二
六
名
に
三
役
で
あ
る
。
事
務
分
掌
に
お
い
て
も
出
納
係、

戸
籍
・
兵
事
係、
庶
務
・
教
育
係、
財
務
係、
土
木
・
勧
業
・
統
計
係
の
区
分

で
あ
る
。

戦
後、
地
方
自
治
体
と
し
て
の
行
政
強
化
に
伴
い
職
員
数
は
著
し
く
急
増

し
、
そ
の
事
務
内
容
も
複
雑
で
次
第
に
細
分
化
さ
れ
て
職
員
も
機
構
も
大
き
く

な
っ
て
き
た
。

昭
和
二
十
一
年
主
事
三
人、
書
記
一
九
人、
技
手
一
人、
書
記
補
一三
人
計

三
六
人
(う
ち
在
籍未
復
員
者二
名
を
含
む)
と
な
り、
人
口
の
増
加
は
あ
る
と
は
い

え
、
一〇
年
後
の
三
十
一
年
で
は
一
二〇
人、
四
十
一
年
に
は二
二
四
人
を
数

え、
さ
ら
に
増
加
傾
向
を
示
し
て
い
る
。

昭
和二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
町
議
会
議
決、
四
月
四
日
条
例
公
布
に
よ
る

分
課
条
例
に
基
づ
く
滝
川
町
役
場
機
構
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
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町 長(神部俊郎)

助 役 (泉谷照市) 収入役(白井重吉)(佐藤民治郎)

秘書課 (奥 久次) 出納係

・企画係 (奥 久次)
-人事係 (秋山義雄)

庶務課 (松沢 寛)

庶務係 (松沢)
教育係(松沢)

財政課 (真田整一)

-税務係(真田)
徴収係(斉藤榮吉)
-財務係(角川健次)

社会課 (本田勝太郎)

・戸籍係 (紅露真一)
-民生係 (白木 潔)
・衛生係(秋山秀晴)

産業課 (佐藤助役)

-勧業係 (後呂義久)
-商工係(田村一雄)
調査係 (大橋政雄)
土木係(小谷美行)
建築係(相田貞弘)

(注 課にあっては課長、係にあ)
っては係長を示す。 一

市 長 (神部俊郎)

助 役 (内山憲一)

秘書係(松重)‒総務課(松重三郎) 庶務係(服部茂洋)
L財政係(布川春雄)

一財政課(後呂義久)- 管財係(布川)
財務係(津田正一)
賦課係 (古道俊雄)一税務課(青木仁八)
納税係(館 正敏)
民生係(八田 進)籍一市民課(田村一雄)
戸籍係(紅露真一)

←‒保険課(大橋政雄) 保険係(金山二男)
一商工課(高畑岩雄)-一商工係(高畑)
一農政課(秋山義雄) 一農政係(大西英男)

土木係(荒島 保)
一施設課(相田貞弘)-一建築係(中村 忠)

都市計画係(峯田恒男)

-水道課(真田整一 工務係 (伊藤 浩)
福祉 (門山康夫)

保護係(志田野貞吉)

収入役 (奥 久次)‒‒‒出納係(秋山秀晴)

そ
の
後三
十
五
年
四
月、
三十
六
年
十
一
月
と
一
部
改
正
し
、
三
十
七
年
度

か
ら
は
企
画
室、
総
務
課、
市
民
課
に
課
長
を
補
佐
す
る
次
長
制
を
設
け
た
が

昭
和
四
十
年
四
月
か
ら
は
各
課
に
課
長
補
佐
を
置
い
た
。

一
方、
江
部
乙
町
役
場
の
機
構
に
つ
い
て
は
滝
川
村
か
ら
分
村
し
た
明
治
四

十
二
年
四
月
村
長
以
下
八
名
の
村
職
員
が
事
務
処
理
に
当
た
っ
た。

大
正
年
代
に
お
い
て
も
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
が
な
く
七
名
程
度
で、
昭
和
五
年

に
は
書
記
十
名
技
術
員
一
名、
昭
和
十
六
年
に
書
記
一
三
名、
技
術
員二
名
の

一五
名、
二
十
一
年
に
は
書
記
一
四
名、
技
術
員
二
名
の
一
六
名
と
大
き
な
変

化
は
な
か
った
。

こ
れ
が
昭
和
二
十
二
年
に
な
る
と
書
記
一九
名、
技
術
員
二
名
の二

一名
、

二
十
三
年
に
な
る
と
書
記
二
三
名
技
術
員
二
名
の
計
二
五
名
と
な
る
。

二
十
六
年
に
は
事
務
吏
員
二
二
名、
技
術
吏
員三
名、
そ
の
他
の
職
員
八

第
一
章
行

政
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こ
の
ほ
か
に
新
制
中
学
校
建
築
事
務
局
と
都
市
計
画
事
務
局
を
置
い
た
。

昭
和
二
十
五
年
九
月
秘
書
課
を
廃
し
建
設
課
を
置
き、
二
十
六
年
六
月
十二

日
部
制
を
と
っ
た
。

総
務
部
総
務
課
―‒秘
書
係
・
庶
務
係、
教
育
係

財
政
課─‒財

政
係
・
財
務
係

税
務
課─‒第

一
賦
課
係
・
第
二
賦
課
係
・
徴
税
係

社
会
課
‒‒厚

生
係
・
戸
籍
係

産
業
部
産
業
課
一‒勧
業
係
・
商
工
係
・
調
査
係

建
築
課─
建設
係

こ
の
ほ
か
に
都
市
計
画
事
務
局
を
置
き、
収
入
役
に
は
出
納
係
を
置
い

た
。

昭
和
二
十
八
年
六
月
一
日
部
制
を
廃
し
て
六
課
と
し
た
。

町
長
公
室
、
総
務
課、
税
務
課、
厚
生
課、
産
業
課、
建
設
課

そ
の
後
三
十
年
六
月、
三十
二
年
四
月
、
三十
三
年
四
月
と
一部
改
正
し、

三十
三
年
七
月
一
日
市
制
施
行
に
伴
う
事
務
機
構
が
大
幅
に
改
正
さ
れ
た
。

-事務係(門山)
事務所

・業務係(真田)



江部乙町機構(昭和33年度)

町 長 (高桑文一)

助 役 (小杉芳三) 収入役(臼杵増夫)

-総務課(高木正義) -庶務係(高木)
-戸籍係(堀内利行)
-民生係(越智正光)
衛生係(藤原慶一)

-財政課(荒川春雄) ・財政係(小川滝男)
-税務係(嘉見光義)
経理係(野村三雄)

‒経済課(笠松久人) 産業係(山崎正一郎)
・商工統計係(笠松)

教育委員会事務局
教育長(鞍田武夫) ・教育係(黒田早苗)

滝川市機構(昭和40年度)

市 長(佐久間貞江)
収入役 (奥 久次)‒‒出納係(片山幹夫)・

助 役(吉岡清栄)
課長職 課長補佐職次長 係長職

-企画室(松重三郎) -(津田正一) 企画係(白井重有)
市民相談係(津田)

-総務課(田村一雄) (岡本好夫) 秘書係(藤原廣光)
庶務係(岡本) 政

‒財政課(布川春雄) -(加藤初夫) 財政係(河野通雄)
管財係(池田幾夫)
財務係(加藤)

一税務課(後呂義久)‒‒‒(小玉正明) 市民税係(小玉)
・資産税係(西岡晃一)・
納税係(金瀬利夫)

市民課(服部茂洋)・ ・(紅露真一 市民係(中井正明)
記録係(紅露)
国民年金係(大西英男)
整備係(鷹見和夫)

一厚生課(高畑岩雄)- (皆上 浩)- 保険係(皆上)
衛生係(工藤豊吉)
清掃係(咲間辰男)

商工課(中島広保)‒‒‒(上元 馨) ・商工係(上元)
・労働統計係(早川 茂)

一農政課(秋山義雄)‒‒(野口忠男) 農政係(岸 二郎)
・農業改良係(野口)

一都市計画課(荒島・保)‒‒(古道俊雄) 管理係(古道)
都市計画係(宮島忠幸)
土木係(米田敬一)

‒建築課(中村 忠)‒‒‒‒(高橋倉太郎) 建築係(松原英雄)
住宅係(高橋)

‒水道課(峯田恒男)‒‒‒‒(伊藤 浩) 庶務係(岡田秀夫)
業務係(堀束 悟)
工務係(伊藤)

‒‒福祉事務所(今井定利)‒‒(八田 進) 庶務係(中村辰吉)
保護係(八田)
社会係(岩佐正法)

一市民会館(総務課長兼務) 市民金融係(村田義一)

議会事務局
事務局長(青木仁八) 庶務係(青木)
農業委員会 ・議事係(田中亮輔)
事務局長 (農政課長兼) -農地係(見沢照雄)
選挙管理委員会
事務局長 (総務課長兼務) -庶務係(総務課長補佐兼務)

一選挙係(三上初夫)監査事務局
事務局長(館 正敏)

教育委員会 教育長
学務課 志田野貞吉T総務係(稲垣浩悦)(金山二男)

学校教育係(志田野)
一社会教育課(門山康夫)‒-社会教育係(脇本弘)
社会教育主事(野田四郎)・児童会館係 (門山)

第
五
編
行 行

名、
計
三
三
名
と
な
り、
五
ヵ
年
間
で二
倍
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
年
七
月
に

総
務
・
財
政
・
厚
生
・
経
済
の
四
課
制
を
と
っ
た
。
昭
和三
十
三
年
の
江
部乙

町
機
構
は
上
の
と
お
り
で
あ
る
。

昭
和三
十
年
から
総
務
・
財
政・
経
済
の三
課
制
を
と
り
、
昭
和三
十
九
年

度
に
施
設
課
を
加
え
て、
再
び
四
課
制
を
と
っ
た
。

昭
和
四
十
年
一
月
一
日
現
在
の
町
機
構
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
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町 長 (伊藤 等) 町 長 (伊藤 等)

助 役 (高木正義) 収入役 (荒川春雄)━‒出納係 助 役 (高木正義) 収入役 (臼杵
増夫)第

一
章
行

課長職 係長職 係長職
総務課(荒川春雄) 庶務係(田中 実)

企画係(田中 実) 一戸籍係(堀内利行)
戸籍係 (長谷川義樹) 一民生係(滝川敏雄)
民生課長兼務 衛生係 (越智正光)年金係(田中善幸) 年金係(藤原慶一)

政 国保係(堀内利行) -財政課(嘉見光義) 財政係(池下 肇)
‒財政課(嘉見光義) 財政係(白井正二) ・税務係(森 昭)

税務係(渋田伸一) ・管財係 (高見栄一)
管財係(高見栄一) 経理係 (白井正二)経理係(石黒和彦)

‒‒産業課(山崎正一郎)- 産業係(池下 肇) ‒‒経済課(山崎正一郎)・ 産業係 (工藤文夫)
商工統計係(池下)
農業振興係(工藤文夫)

-施設課(野村三雄) 土木係 (若園 隆)
議会事務局(笠松久人) 建築係(細道一男)
教育委員会事務局 次長
教育長(鹿角猛夫)‒(越智正光) 学校教育係 (田中照夫)

一社会教育係(三上 博)
兼主事書記長兼

議会事務局 (松田弥兵衛)選挙管理委員会事務局(黒田早苗) 総務係 (越智)
農業委員会事務局(兼山崎正一郎)‒‒ 農地係 (兼工藤文夫) 教育委員会事務局

教育長 (古沢周吉)‒‒̶‒教育係(野村三雄)庶務係(木幡善雄)
国民健康保険病院 事務長 振興係 (藤原慶一) 選挙管理委員会事務局 (兼荒川春雄)
(佐々 木道彦)‒(小川滝男)━‒医事兼管理係(石川 剛)

滝
川
市
に
あ
っ
て
は
毎
年
の
よ
う
に人
事
の
一
部
移
動
は
あ
る
が
機
構
上
は

大
幅
な
改
正
も
な
く
昭
和
四
十
五
年
四
月
に
至
っ
て
、
企
画
室
に
交
通
公
害

係、
総
務
課
に
職
員
係、
商
工
課
の
労
働
統
計
係
を
統
計
係
と
労
政
係、
都
市

計
画
課
に
下
水
道
係、
建
築
課
に
住
宅
建
設
係、
水
道
課
に
浄
水
係
、
福
祉
事

務
所
の
社
会
係
を
第
一社
会
係
と
第二
社
会
係
に
、
社
会
教
育
課
に
社
会
体
育

係
を
置
く
な
ど
係
の
増
設
が
あ
っ
た
。

昭
和
四
十
六
年
四
月
一
日
滝
川
市
と
江
部
乙
町
が
合
併
し
て
機
構
は
大
幅
な

改
正
と
な
っ
た
。
新
市
の
発
足
に
伴
っ
て
新
市
長
の
誕
生
を
み
る
ま
で
は
暫
定

的
に
特
別
職
は
部
長
職
に
置
き、
課
長
職
は
主
幹、
課
長
補
佐
職
は
副
主
幹、

係
長
職
は
主
査
と
よ
び、
旧
滝
川
市
機
構
の
課
に
係
区
分
を
し
な
い
で
旧
滝
川

市、
江
部
乙
町
の
従
前
担
当
し
た
職
務
課
に
配
置
し
た
。

同
年
六
月
一
日
新
し
い
市
の
事
務
機
構
は
次
の
図
の
と
お
り
と
な
っ
た
。

昭
和
四
十
七
年
四
月
一
日
機
構
の
一
部
改
正
に
よ
り
総
務
課
に
管
理
係、
税

務
課
か
ら
納
税
係
を
分
離
し、
課
と
し
て
納
税
係、
整
理
係、
自
治
振
興
課
の

市
民
相
談
係
を
振
興
係、
経
済
建
設
部
か
ら
建
設
部
土
木
課
・
都
市
計
画
課
・

建
築
住
宅
課
を
分
離
し、
都
市
計
画
課
の
管
理
係
を
公
園
係
に
各
々
増
設
変
更

し
た
。

昭
和
四
十
八
年
五
月
に
は
財
政
課
の
財
務
係
を
用
度
経
理
係、
農
政
課
の
園

芸
係
を
園
芸
畜
産
係
と
し
、
新
し
く
開
発
課
を
設
け
て
庶
務
係
、
事
業
係
を
置

き
、
都
市
計
画
課
の
土
木
係
を
課
に
昇
格
さ
せ
て
管
理
係、
土
木
係、
建
設
係

と
し
、
建
築
住
宅
課
の
住
宅
建
設
係
を
建
築
指
導
係
と
し
た
。

さ
ら
に
民
生
部
の
福
祉
事
務
所
を
昇
格
さ
せ、
ま
た
教
育
委
員
会
で
は
社
会
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な
お
、
滝
川
市
と
の
合
併
直
前
に
お
け
る
町
機
構
・
人
事
は
次
の
と
お
り
で

あ
っ
た
。
・

課長職
総務課(黒田早苗) 庶務係(荒川 侃)

衛生係(滝川敏雄)

-商工統計係(荒川
倪)

一施設課(黒田早苗) 土木係(若園 隆)
-建築係(黒田)

国保診療所 (酒井謙二)
事務長(小川滝男)

農業委員会事務局 (兼山崎正一郎)



滝川市機構 (昭和46年4月1日発令)

市 長 吉岡清栄)

部長職 課長補佐職 係長職 助 役 (後呂義久)
事務局長

議会事務局一(青木仁八)‒‒(岩佐正法)-T庶務係(岩佐)議事係(池田幾夫)課長職
局長兼務 次長

滝川農業委‒(秋山義雄)‒‒(西岡晃一)‒‒‒振興係(西岡)
員会事務局 (古道俊雄) 庶務係(川井彰三)

-事務改善係(白井)局長 市民会館 一会館係(関下 明)
一‒職員課‒‒(河野通雄) 給与係(梅津 進)

委員会事務局 (服部茂洋) 職員係(河野)
局長 一財政課‒‒(岡田秀夫) -財政係 (岡田)

選挙管理委一(大橋政雄) 庶務係(大橋) (布川春雄) -管財係 (高見栄一)
財務係(加藤武男)員会事務局 L選挙係(青木良蔵)

税務課‒‒(岸 二郎)・ 市民税係 (芦沢敬一)
事務局長 (嘉見光義) 資産税係(岸)

納税係(渋田伸一)
民生部 ・市民課‒‒‒(堀束 悟) 市民係(堀束)
(田村一雄) (黒田早苗) 記録係(工藤豊吉)

整備係(脇本 弘)
国民年金係(田中善幸)

一自治振興課一(志田野貞吉)π
(上元 馨) ・交通公害係(藤原好和)

市民相談係 (志田野)
■‒厚生課‒‒(村田義一) 保険係 (堀内利行)
(高橋倉太郎) 保健指導係(熊本二三江)

(小玉正明) 上学校教育係(屋敷 悟)
-学校保健係(田中照夫)

‒‒社会教育課
(野村三雄)

社会教育係(中井正明)
社会体育係(浦上雅守)
・青少年係(越智正光)
社会教育主事

-(西 肇)━‒滝川・中央・泉保育所
経済建設部

(今井定利)
-商工労政課┬(加藤初夫) ‒商工振興係(加藤)

一消費経済係(吉村貞秋)
労政係(早川 茂)

・勤労青少年ホーム係 (佐藤順博)
(高畑岩雄) ‒‒農政課‒‒‒(野口忠男). 農政係(工藤文夫)

(秋山義雄) 一農業改良係(野口)園芸係(池下 肇)
一都市計画課一(宮島忠幸) -管理係 (荒木 栄)

・都市計画係(後藤 登)(米田敬一)
土木係(若園 隆)
下水道係(宮島)

一建築住宅課一(八田 進)ー
(中村 忠)

‒建築係(松原英雄)
主査(細道一男)

次長
江部乙支所(高木正義)‒‒(大西英男

住宅建設係(石田鉦一)
住宅係 (八田)
庶務係(田中 実)
・市民係(滝川敏雄)
産業係(農委事務局長兼)

水道部(峯田恒男)‒‒水道課(皆上 浩) 庶務係(三上初夫)
業務係(井上 昭)

江部乙国保病院
院長(佐々 木道彦)一事務長(小川滝男) 医事係(石川 剛)

山片様山藤男幹山━雄春川荒納役入収収入役出納室(荒川春雄)‒‒(片山幹男) 歳入係(片山)
歳出係(片山)
庶務係(伊藤元一)-市立病院

院長(小菅高之) 経理係(白水範哲)
1 医事係 (斉藤博朗)
事務長(金山二男) 給食係(須藤文子)

汽缶係(河原栄松)

第
五
編
行

政

教育委員会事務局

一
教育長(岡本義雄)メー

教育次長
(鹿角猛夫)┳学務課一(稲垣浩悦) 総務係 (稲垣)

次長 清掃係(村田)
福祉事務所T(田中亮輔) ・庶務係(片山邦哉)
(館 正敏) 福祉係 (横山正躬)

保育所長 ・社会係(石黒和彦)

(三上 博)
(前野満雄)

館長
-青年体育センター (社会教育課長兼務)‒‒体育センター係

(見沢照雄)
1
江部乙町学 所長
校給食センター (教育次長兼務)

館長
公民館(教育次長兼務)

係長職
主査課長職 課長補佐職

総務部 ・企画課‒‒‒(藤原広光)。 -企画係 (白井正二)
(木村正巳)部長職 (岡本好夫)

統計係(荒川 侃)(松重三郎) ‒総務課 -(白井重有) -秘書係 (磯島彦司)
農地係(長谷川義樹)

江部乙農業一(山崎正一郎) 振興係(藤原慶一)
農地係 (山崎)

監査事務局-(笠松久人)

・広聴広報係(月館修三)

衛生係 (鷹見和夫)

保護係 (田中)

(荒島 保)
主幹

工務係(国兼芳一)
浄水係(嶺田光正)

室長 次長 管理係(石川兼務)

470



教
育
課
の
社
会
体
育
係
を
課
に
昇
格
さ
せ、
文
化
セ
ン
タ
ー、
図
書
館、
西
高

等
学
校
を
開
設
し
て
事
務
機
構
の
改
正
を
行
っ
た
。

昭
和
四
十
九
年
四
月
に
は
企
画
部
を
置
き
総
務
部
よ
り
企
画
課、
財
政
課
を

分
離
し
企
画
課
に
広
報
係、
住
居
表示
係、
商
工
労
政
課
に
再
開
発
係、
土
木

課
に
管
理
係
を
新
設
し、
農
政
課
の
園
芸
畜
産
係
を
園
芸
係、
畜
産
係
に
分

離
、
都
市
計
画
課
公
園
係
を
公
園
緑
地
係
と
し、
自
治
振
興
課
の
広
聴
広
報
係

を
廃
し
た
。

昭
和
五
十
年
六
月
に
は
企
画
部
に
大
学
誘
致
準
備
室
を
置
き
企
画
課
広
報
係

を
広
報
広
聴
係
と
改
正、
民
生
部
市
民
課
に
保
険
係、
自
治
振
興
課
を
市
民
生

活
課
と
し
て
消
費
生
活
係、
住
居
表
示
係
を
置
き、
厚
生
課
を
衛
生
課
と
し
て

予
防
衛
生
係、
環
境
衛
生
係
と
し
た
。

ま
た
経
済
部
の
開
発
課
を
建
設
部
に
配
置
し
、
下
水
道
係
を
課
に
昇
格
さ
せ

商
工
労
政
課
か
ら
消
費
経
済
係
を
除
い
て
い
る
。

昭
和
五
十二
年
四
月、
企
画
部
に
広
域
生
活
総
合
セ
ン
ター
を
管
理
さ
せ、

福
祉
事
務
所
に
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
江
部
乙
支
所
に
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ

ー
、
教
育
委
員
会
に
お
お
ぞ
ら
幼
稚
園、
郷
土
館
を
各々
管
理
さ
せ
た
。

ま
た
福
祉
事
務
所
社
会
課
を
児
童
家
庭
課
と
し、
社
会
係
を
児
童
家
庭
係
と

改
正
し
た
。

昭
和
五
十三
年
四
月
、
税
務
課
資
産
税
係
を
資
産
税
一
係、
同
二
係
と
し
、

衛
生
課
管
理
の
保
健
セン
タ
ー
係
を
総
合
福
祉
セ
ン
ター
内
に
お
い
た
。

商
工
労
政
課
の
労
政
係
、
勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム
係
を
分
離
昇
格
さ
せ
て
労
働

福
祉
課
と
し
、
労
働
福
祉
係、
勤
労
青
少
年
係
を
置
き、
下
水
道
課
に
維
持

三
四

三
三

三
二

三
一

三
〇

二
九
二
八
二
七
二
六

二
五
二
四

二三 二二
昭
和二
一
年

年

事務吏員
(主事・書記)|
技術吏員
(技師・技手)部
そ の 他

市
町
長
部
局
滝

0

6 4 3 4 4 6 6 8 8 5

4 43 0 004 0

23
14

26
12

20 26 25 29 28232117 川
10 10 10 10 10 10

9

9 - 4 3

4 水
,

6 3 1 1 1 市

3

13713211512011712511895949266675536 計
08

2 3 2 2 2

事 務 吏 員

技術吏員
そ の 他

町
長
部
局一 13 6
2

2 1

議
農国
教

会
委
保
委3

38 262116 計

旧
江
部

乙
町

係
、
福
祉
事
務
所
に
広
域
生
活
総
合
セ
ン
ター
を
管
理
さ
せ
、
教
育
委
員
会
に

陶
芸
セ
ン
タ
ー
を
設
置
管
理
さ
せ
た
。

昭
和
五
十
四
年
四
月
の
市
長
選
挙
で
吉
岡
清
栄
が三
選
さ
れ、
同
年
六
月
一

日
機
構
の
一部
改
正
と
大
幅
な
人
事
異
動
を
行
っ
た
。
な
お
、
そ
の
後、
同
月

十
二
日
招
集
の
市
議
会
に
お
い
て
企
画
部、
総
務
部
を
企
画
総
務
部と
す
る
部

設
置
条
例
の
一
部
改
正
を
行
っ
て
い
る
。

滝
川
市
職
員
数
調

議
農
選
監
教
水
国
下
質
土
市

旧

29

27 23 25 29 33 3530273226282613

30 252729313635272242 41 41 40 32

4 5 4

5 6 6 5

5 7 5 4 4 4 2 1

4 4 1

10 1011

9

10

22 231914

会
委
管
査
委
道
保
道
場
械
館

屋
木
民

と
機
会

4
3

第
一
章
行

政
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滝川市機構 (昭和54年6月1日発令)
市 長 (吉岡清栄)

助 役 (荒島 保) (金山二男)

課長職 課 長補佐職 係 長職
企画部 企画 課-(磯 島彦司)‒(井上 昭) 企画係 (田村 弘ム)

主幹 副主幹 ビ統計係 (井上)部 長 職

(西

肇)(山本達美)・広報広聴係 (河 内政 文)
・財政課(高 見栄一)-(屋敷 悟). 財政係 (白水範 哲)

管財係 (石川 剛)
•用度経理係 (鈴木鍈四)�

総務部 総 務課(池田 幾夫)-(木村正巳)-
主 幹(大 橋政 雄)

・秘書係 (外山 旭)

兼
(岡田 )

主 幹(藤原 廣光)
一庶務係 (木 村)
一事務改善係 (谷西 攻)
、管理係 (野崎 克夫)

一職 員課(梅津 進) 職員係 (児玉 勇
給与係 (下道敏之)

-税務 課(芦沢敬一)-(渋田伸一)(西 井勝明) -資産税一係 (秋 元 孝雄)
・資産税二係 (水 林 正)
・納税係 (鷹 見 勲 ) 教育委員会事務局

教育長 (綱渕正 幸)
民生部 市 民課(八田 進)-(田中照夫) 一市民係 (埴渕 隆)

記録係 (脇 本 弘ム)
(加藤 初 夫) 整備係 (関下 明)

」
国民年金係 (長谷川義樹)
保険係 (田中)

一市民生活課 ‒‒(中井正明) 自治振興係 (中井)
(岩佐正法) 兼 交通公害係 (浦 上雅守)

(三 上 初夫) 消費生活係 (池田征 男) 課 長職 課長補佐職 係 長職
一学務課 (皆上浩)‒‒(石田鉦一)-E総務係

(大 窪国昭)
・学校教育係 (中 文雄)
■学校保健係 (中 村明美)

江部乙給
食 セ ン タ ー (兼皆上) 同係 (兼中村)

社 会教育課 (卜部信臣 社会教育係 (斉藤博朗)
(兼)主 査 (田中敏 男)

・江 部乙公民館 主 事(兼白 井)次 長
-文化セン タ ー (鷹 見和夫)‒‒同係 (鷹見)

(兼志田野)
一社会体 育課 俊崎大理管工和義藤佐(佐藤義和)T 社会体育係 (山崎勝利)・管理係 (大崎俊逸)(片山邦哉)
■青少 年体育
センター (兼片山 )

図書館 (志田野貞吉) ・庶務係 (池田 喜美子)L奉仕係 (宮沢 健)
・郷土館 (兼白井 )
陶 芸セ ンター (兼白井)」事 務長
西高 等学校事務局‒‒(芥川正 紹)一 庶務係 (川井敏弘)

議会事務局
部長職 早事議工和黒石局局長 (田中

次 長
実)‒‒(石 黒和彦) 庶務係 (石 黒)L議事係 (平田 勉)

農業委員会事務局
課 長職

局長 (坂真佐夫) 振 興係 (梅野伸之)
選挙管理委員会事務局 L農地係 (斉藤 英昭 )

局長 (沼田達雄) 庶務係 (沼田)
選 挙係 (富田利夫)

監査委員 (常勤監査委員・布川春雄)

監 査事務局
局長 (川井彰三)

滝川市 立病院
院長 (小 菅高之)

事務局 (河野通雄) 庶務係(高 橋昭 男)
経理係

(東

昭)
医事係(宮崎 徳 寿 )

収入役 出納 室 (伊藤元一) 一歳入係 (門山 節)
歳出係 (近井信一)(松重三郎)

水道事業管理者 ・水 道 課
(若園 隆) 業 務係 (小 枝徳保)

(峯田恒 男) 工務係 (村部 保)

浄水 場長
-(嶺田光正)‒‒浄水係 (嶺田)

第
五
編
行

政

江部乙国民健康保険病院庶務係(佐藤 学)
院長 (棚橋正 典)

事 務局 (加藤武男) ●医事係 (河原 徹生)
-管理係 (兼 河原)

(中村 忠)

技監 都市計 画課 広和南地緑公匸巻鶴-(鶴 巻 登 都市計画係 (香川弘光)
公園緑地係 (南川 和広)(米田敬一) (宮島忠 幸)

一建 築住 宅課 (篠原 三偉)- 建築係 (細道一‒男)
(松原 英雄) 建築指導係 (岩崎茂保)

住宅係 (横山正躬)
伯佐係業事工佐良木青課発開開発課(青木良蔵)-(佐伯文詔)・-庶務係 (横田 雅 史)事業係 (佐 伯)

兼

王工事係(松本慶治)
維持係 (斉藤 真好)

福祉事務所 -福祉課(堀束 悟)‒(吉村貞秋) 庶務係 (福田正己)
三保護係 (吉村)
福祉係 (田 中善 幸)(大西英男)

一児 童家庭課‒‒(月館修三)F‒児童家庭係 (富樫誠一)
保 育係 (月館)(西岡晃一)

所長
・滝川 保 育所(月館)
・中央 ! (桑原一子)
・滝 の川!(高崎百合子)
開西 !(西岡 )
泉 !! (池田アサ)
あさひ!!(田 村 キヨ子)
東栄 ! (菅夕起 子)
江部乙!(西岡)
二の坂!!(渡辺増子)館 長

総 合福 祉センターー(藤原慶一)‒‒管理係 (藤原)
┗広 域生活 総合センターード(藤原)

江部乙支所 一次 長(池下

兼

肇) 庶務係 (池下)

E市民係 (堀内利行)
産業係 (高桑紘司)(野村 三雄)

農村環境
改善セン タ ー (野 村) ・庶 務係 (池下)

室長 給食係 (須 藤 文子)
汽缶係 (高平賢治)

設 部 土 木課(国 兼芳一)ー(峯村憲一 管理 係 (菊井修一 )
土木係 (工藤 孝志)
建設係 (進藤昭夫)

(岡本好夫) 労 働福祉課 (白井正二) ・労働福祉係 (吉田路 夫)
勤労青少年 (田 中敏夫)ホ ー ム 係

農政課(工藤文夫)-(名古屋 實) 農政係 (東藤順 治)
副 主 幹 農業改 良係 (田 中)

・園芸係(高田常弘)(田中良行)
畜産係(水戸部尚夫)

衛 生課(荒木 栄)‒(伊東照信) 予防 衛 生課 (富樫 亮)
兼 次長 環境衛生係 (山 下今朝一)

滝川 市保健センタ ー (小 菅高之)-(三上初夫)一 同センター係 (岡田和子)
経済部 商 工課(岸 二郎)‒(佐藤順博) 商工振興係 (佐藤)L再開発係 (渡部宏明) (白井重有) (佐藤俊明ノ

兼社会 教育
青少 年係 (佐藤)

教育 次長
部長職
(館 正敏)

住居 表示係 (伊藤 雅昭)

整 理係 (大山 口重 信)

市民税係 (木幡 善雄)

(岡田秀夫)

給水 係 (柏葉武雄)
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4
旧
滝
川
市
、
滝
川
市
の
調
べ
は
事
務
報
告
、
旧
江
部
乙
町
の
調べ
は
「町
史
」
「広
報

え
べ
お
つ
」
に
よ
る
。

四
五

四
四

四三
四
二

四
一

四〇
三
九
三
八

三
七

三
六

三
五

91 90 81 80 76 76 71 61 57 51 45

31 29 27 29 16 15 18 12

7 7 5 5

63 55 50 35 52 51

5

44 46 32 32

5 5 5 5 5 5 4 + 4 3 3

4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2

3 3 2 2 3 2 2 2 1 1 1

2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1

37 37 38 37 36 39 35 30 31 26 25
30 29 27 25 22 22 18 17 16 16 1400 80 6 5 5 5 7 7 7

11

90
00
00

4
3 3 3 3 3 4 4 4 4 4

286269247228224224206185177151146

27 28

7 7

49 50 45 45 45 41 41 37 37

20 15

2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

3 2 2 2 2 2 2 2 1 1

17 15 13 11 11 11 10 11

8 6 6

78 70 68 67 62 62 59 56 53 46 45
6 6 6 6 00

6

4 4 4 4 4 5 7

2 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2

126132132133131 54 54
(40)(45)(43)(42)(42)
25 26 27 28 30 31 31
11 12 10 11 10 13 11
13 14 14 13 12 10

9
3

489503514506473382363

て
い
な
い
。

院
・
消
防
署
は
含
ま
れ

3
市
立
病
院
・
国
保
病

度
末
で
あ
る
。

2
調
査
時
は
年
末
又
は
年

を
示
す
。

西
高
等
学
校
教
職
員
数

注
1
(
)
内
は
内
数
で

滝
川
市

174166176180150135124

94937971 605148
32 45 61 55 65 72 65

五
二

五
一

五〇
四
九

四
八 四七 六

四
六

6

第
十
七
節
名
誉
市
民
・
市
政
功
労
者

名
誉
市
民
・
岩
橋
英
遠

滝
川
市
名
誉
市
民
は
社
会
文
化
の
興
隆
若
し
く
は

市
勢
の
発
展
に
著
し
い
功
績
が
あ
った
者
に
対
し
、
そ
の
功
績
と
栄
誉
を
た
た

え、
市
民
の
郷
土
を
愛
し
、
社
会
文
化
の
興
隆
に
寄
与
し
よ
う
と
す
る
意
欲
の

助
長
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
昭
和
四
十
一
年
九
月
十
日
市
条
例
第
三

二
号
に
よ
っ
て公
布
さ
れ
た
が
旧
滝
川
市
に
お
い
て
名
誉
市
民
の
称
号
を
贈
与

さ
れ
た
者
が
な
く、
新
市
にこ
の
条
例
が
引
き
継
が
れ
た
も
の
の
名
誉
市
民
の

推
せ
ん
者
が
出
な
か
っ
た
。

名
誉
市
民
は
本
市
の
市
民
又
は
市
に
縁
の
深
い
者
で、
広
く
社
会
文
化
の
興

隆
と
市
勢
の
発
展
に
寄
与
し、
市
民
が
郷
土
の
誇
り
と
し、
深
く
尊
敬
に
値
す

る
と
認
め
る
者
で
、
市
長
の
推
せ
ん
に
よ
っ
て
議
会
が
決
定
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。

市
で
は
名
誉
市
民
に
対
し
、
公
の
式
典
へ招
待
す
る
こ
と
、
事
績
を
長
く
伝

え
る
方
途
を
講
ず
る
こ
と、
栄
誉
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
る
特
典
を

与
え
る
こ
と、
そ
の
他
適
当
と
認
め
る
待
遇
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

昭
和
五
十
四
年
十
月
十
三
日、
第
三
回
市
議
会
定
例
会
に
郷
土
が
誇
り
と
す

る
日
本
画
の
重
鎮
・
岩
橋
英
遠
が
名
誉
市
民
と
し
て
推
薦
提
案
さ
れ、
慎
重
な

審
議
の
結
果、
滝
川
名
誉
市
民
の
第
一
号
と
し
て
議
決
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

名
誉
市
民
推
挙
状
及
び
名
誉
市
民
章
並
び
に
略
章
の
贈
呈
は
同
年
十
一
月
三

日
の
佳
日
に
贈
呈
式
を
行
っ
た
。

岩
橋
英
遠
は
明
治三
十
六
年
一
月
十
二
日
江
部
乙
町
五
八
一
番
地(東十

丁
目
)
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に
熊
本
県
鹿
本
郡
から
江
部
乙
屯
田
兵
と
な
っ
た父
岩
橋
浅
次、
母
き
く
の
長

男
と
し
て
生
ま
れ
た
(注、
岩
橋浅
次
は行
政編
江
部乙
村
村
長
の
項を
参照
の
こ
と
。)。

英
遠
の
幼
い
ころ
祖
父
重三
郎
に
絵
を
か
く
た
び
に
ほ
め
ら
れ、
絵
が
好
き
に

な
っ
た。
大
正
六
年、
江
部
乙
村
北
辰
尋
常
高
等
小
学
校
を
卒
業
し、
家
業
の

果
樹
園
に
従
事
し
た
が、
絵
を
か
き
た
い
と
思
っ
て
い
た
。

近
く
の
一木
万
寿三
(
一
水
会会員

・
油
絵)
に
油
絵
に
つ
い
て
手
ほ
ど
き
を
受

け、
畑
仕
事
の
合
い
間
に
絵
を
か
い
て
い
た
が、
祖父
の
好
き
な
日
本
画
を
か

き
た
い
と、
通
信
指
導
書
を
取
り
寄
せ
独
学
も
し
て
い
た
。

大
正
十三
年
二
一
歳
の
折、
札
幌
の
知
人
宅
で
上
京
の
場
合
は
力
に
な
る
と

い
う
人
に
会
い、
上
京
を
決
心
、
上
京
後、
山
内
多
門
塾
(若
葉
会)
に
入
会
す

る
こと
に
な
っ
た
。
山
内
多
門
は
宮
崎
県
出
身
で
中
原
南
溪
・
橋
本
雅
邦
に
学

び、
ま
た
川
合
玉
堂
に
つ
い
て
文
・
帝
展
で
活
躍
し
た
日
本
画
家
で
あ
る
。

正
式
に
日
本
画
の
指
導
を
受
け
若
葉
会
に
次
と々
出
品
し、
中
央
美
術
展、

日
本
画
会
展
にも
出
品
し
た
。

初
期
の
作
で
あ
る
「雪
戦
会
の
日
」
(昭和三

年)は
道
産
子
で
な
け
れ
ば
受
け

と
め
ら
れ
な
い
独
特
の
雪
の
感
触
を
表
し
、
氏
特
有
の
詩
的
感
・
人
生
味
を
気

持
よ
く
画
か
れ
て
い
る。
氏
は
昭
和
四
十
八
年
に
至
り
円
熟
し
た
技
法
を
以

て
、
こ
の
雪
戦
会
の
日
を
模
写
し
思
い
出
多
い
小
学
校
・
現
在
の
江
部
乙
小
学

校
へ
寄
贈
し
て
い
る
。

師
・
多
門
が
昭
和
七
年
に
没
し、
同
九
年
新
日
本
画
研
究
会
を
結
成、
同
十

三年
新
美
術
人
協
会
と
歴
程
美
術
研
究
会
に
分
離
し
た
が、
氏
は
歴
程
に
属
し

た
。
自
由
美
術
家
協
会
に
も
出
品
す
る
な
ど
、
昭
和
十
年
代
は
技
法
を
あ
れ
こ

れ
模
索
し
な
が
ら
、
そ
の
中
に
新
し
い
日
本
画
の
道
を
求
め
た
。

そ
の
ころ
か
ら
氏
の
新
鮮
な
才
能
を
認
め
た
安
田
靫
彦
は、
何
く
れ
と
面
倒

を
見
て
く
れ
て
い
た
が、
昭
和
二
十
年、
安
田
門
下
に
加
わ
り
火
曜
会
に
正
式

入
会
し
昭
和
二
十
一
年
「
菊
」
を
院
展
出
品、
次
年
度
無
鑑
査と
な
る
。
二
十

五
年
「明
治」、

二
十
六
年
「
眠」
で
日
本
芸
術
院
賞、
大
観
賞
を
得
る
な

ど、
以
後
数
の々
作
調
高
い
独
自
の
透
徹
し
た
作
品
を
発
表
し
て、
岩
橋
芸
術

と
も
い
う
べ
き
従
来
の
院
展
芸
術
に
な
か
っ
た
精
妙
・
端
的
な
作
風
を
確
立
し

て
い
った。

明
治
時
代
の
横
山
大
観
・
下
村
観
山
・
大
正
期
に
入
っ
て
安
田
靫

彦
・
小
林
古
径
・
前
田
青
邨
な
ど
の
日
本
画
本
流
に
対
し、
氏
の
画
風
は
新
し

い
表
現
の
台
頭
が
見
ら
れ
る
と
い
わ
れ
る
。
日
本
画
に
新
風
を
構
成
し
よ
う
と

多
く
の
人
が々
試
み
て
は
途
中
で
挫
折
す
る
中
に
あ
っ
て、
日
本
画
の
伝
統
的

技
術
を
身
に
つ
け
た
上
で
の
新
し
い
画
想

の
展
開
を
は
か
っ
た
氏
の
才
能
と
努
力
が

実
を
結
び、
今
や
日
本
画
壇
の
貴
重
な
存

在
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

厨耐用

RONIC

落 款 岩 橋英遠

昭
和
二
十
七
年
院
展
鑑
審
査
員、
三十

三
年
東
京
芸
術
大
学
講
師、
三
十
六
年
日

本
美
術
院
評
議
員、
四
十三
年
東
京
芸
術

大
学
教
授、
四
十
五
年
同
退
官
、
こ
の
年

北
海
道
の
依
頼
で
「
阿
寒
湖
畔
の
松
浦
武

四
郎
」
を
描
き、

「憂
北
の
人
」
と
い
っ

た
北
海
道
に
ち
な
む
力
作
を
残
し
た
。

氏
の
作
品
は
色
彩
を
抑
え
て、
あ
る
焦

点
に
わ
ず
か
な
色
彩
を
鮮
や
か
に
効
か
せ
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32mm

1 表面
17m/m

表
面

Y
不

縁金色、中緑七宝
10mm

金色 金色+4mt
-137/. 赤色絹モールv 17m/-

407m
縁金色、中紫七宝
縁金色、中透赤七宝
縁金色、中白七宝

3977m

が
、
近
年
の
大
作
で
は
十
数
年
間
も
構
想
を
練
り、
昭
和
五
十
三
年
に
発
表
し

た
「
道
産
子
追
憶
之
巻
」
が
あ
る
。
幅
六
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル、
長
さ二
四
・

四
メー
ト
ル
に
及
ぶ
も
の
で、
故
郷
を
思
う
氏
の
胸
中
が
円
熟
し
た
画
境
に
達

し
、
美
事
に
開
花
さ
せ
た
も
の
で、
故
郷
を
描
い
た
傑
作
で
あ
る
。
郷
土
が
生

ん
だ
芸
術
家
と
し
て、
ま
た
日
本
画
壇
の
重
鎮
と
し
て
ま
す
ま
す
活
躍
を
期
待

さ
れ
て
い
る
。

雅
号
英
遠

(住
所
・
神
奈
川
県
相
模
原
市
上
鶴
間

六
ノ
二
ノ
一〇
)

市
で
は
市
政
の
推
進
に
大
き
く
寄
与
し
た
者
に

対
し
表
彰
を
行
っ
て
い
る。
こ
の
表
彰
は
昭
和
四
十
七
年
四
月
一
日
公
布
の
滝

政
第
一
章
行

る
と
い
う
作
風
で
、
全
体
的
に
は
一種
の

憂
愁
の
気
配
を
醸
し
た
も
の
が
多
い
と
い

わ
れ
る
。
ま
た
ど
の
作
品
も
ど
こ
か
新
し

い
試
み
の
あ
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
こ

の
岩
橋
芸
術
と
も
い
う
べ
き
冴
え
た
持
ち

味
を
作
風
と
し
て
次
と々
発
表
し
て
い
る

裏面

裏面金色
心
名
廚
房
民
章

川
市
表
彰
条
例
に
基
づ
く
も
の
で
、
産
業
の
開
発
、
振
興
、
社
会
福
祉、
民
生

安
定
、
保
健
衛
生、
生
活
環
境
改
善、
教
育、
文
化、
体
育、
地
方
自
治
の
進

展、
公
安
、
災
害
の
防
止
な
ど
各
分
野
に
お
い
て
貢
献
し、
又
は
尽
力
し
て
功

績
が
顕
著
な
者
に
市
政
功
労
者
と
し
て
表
彰
し
て
い
る
。

表
彰
者
の
選
考
に
当
た
っ
て
は
市
長
の
諮
問
機
関
と
し
て
滝
川
市
表
彰
者
選

考
審
議
会
が
設
け
ら
れ
て
お
り、
一〇
人
以
内
の
委
員
が
市
長
の
諮
問
に
応
じ

て
審
議
し、
市
長
に
答
申
さ
れ
表
彰
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
表
彰
に
際
し
て
は
一
定
期
間
以
上
そ
の
分
野
に
お
い
て
貢
献
し
著
し
い

功
績
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
者
に
は
市
政
功
労
表
彰
を
、
ま
た
、
そ
の
分
野
に

お
いて
尽
力
し
、
発
展
、
推
進
に寄
与
し
たと
認
め
ら
れ
、
さ
ら
に
今
後
に
お

い
ても
活
躍
さ
れ
る
場
合
は
奨
励
表
彰
と
し
て
い
る
。

表
彰
は
原
則
と
し
て
生
存
者
に
対
し
て
行
う
こ
と
と
さ
れ、
功
労
表
彰
は
表

彰
状
に
功
労
章
・
襟
章
及
び
記
念
品、
奨
励
表
彰
の
場
合
は
表
彰
状
に
襟
章
及

び
記
念
品
が
贈
ら
れ
る
。
表
彰
者
は
台
帳
に
登
録
さ
れ、
そ
の
栄
誉
を
長
く
留

め
置
か
れ
る
。

市
政
功
労
の
第
一
号
は
昭
和
四
十
七
年
四
月
十
七
日
に
自
治
功
労
表
彰
の
前

滝
川
市
長
佐
久
間
貞
江
で
あ
る
が、
二
号
以
下
で
は
七
月
一
日
の
開
基
記
念
日

ま
た
は
十
一
月
三
日
の
文
化
日
と
さ
れ、
昭
和
四
十
七
年
は
七
月
一
日
で
あ
っ

た
が、
以
後
は
文
化
の
日
に
表
彰
を
行
っ
て
い
る
。

市
政
功
労
者
及
び
奨
励
表
彰
を
受
け
た
方
は々
次
のと
お
り
で
あ
る
。

市
政
功
労
者
及
び
奨
励
者 市

市民登」
誉

名「
名言う

裏
面

滝川市

名誉市民章
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第
三
号
高
橋
幸
市

第
二
号
関
藤
静
雲

昭
和
一二
年
から
二
四
年
余に
わ
た
り
民

生
委
員、
児
童
委員
を
歴
任さ
れ
た
ほ
か、

保
護
司
と
し
て
社
会
福
祉
事
業
や
更
生
保
護

に
当
た
り
、
住
民
の
福
祉
向
上
に
努
め
ら
れ

た
。四
一
年
秋
の
叙
勲
に
勲
五
等
瑞
宝
章
を
受

章
し
て
い
る
。

明
治二
八年二

月一二
日生。

(栄町)
昭
和二
三
から
一
五
年
間、
選
管
委
員
、

固
定
資
産
評価
委
員
など
の
市
政
推
進
に
寄

与
さ
れ
た
ほ
か、
家
庭
裁
判
所
家
事
調
停
委

員
、
人
権
よ
う
護
委
員
と
し
て
住
民
福
祉
の

向
上
に
貢
献
さ
れ
た
。

の
川
)

福
祉

社
会

自
治
・

四
七
年

第
七号

中山
吉
次

第
六
号
鞍
田
武
夫

第
五号

阪
本

茂

第
四
号
照
本
市
蔵

納
税
の
重
要
性
を
認
識
し、
第
八
区
納
税
貯

蓄
組
合
や
市
納
税
貯
蓄
組
合
連
合
会
を
結
成

し
て
計
画
納
税
を
普
及
啓
発
し
た
。
保
健
所

運
営
協
議
会
委
員
、
地
方
薬
業
組
合
長
と
し

て
衛
生
行
政
に
寄
与
し
た
。

四
六
年
春
の
叙
勲
に
勲
五
等
瑞
宝
章
を受

章
し
て
い
る
。

明
治二
八
年
七
月
三
日
生。

昭
和
九
年
か
ら
三
七
年
間、
町
・
市
議
会
議

員
。
そ
の
間
一二
年
間
議
長
と
し
て
議
会
運

営
と
住
民
福
祉
を
基
調
と
し
た
市
政
の
進
展

に
努
め、
ま
た
農
業
委
員、
農
協
組
合
長
と

し
て
農
業
振
興
に
貢
献
し
た
。

四
四
年
春
の
叙
勲
に
勲
四
等
瑞
宝
章
を
受

章
し
て
い
る
。

明
治三
二
年
一
月
一
九
日
生
。
(泉
町
)

大
正
一
二
年
江
部
乙
村
書
記
以
来、
助
役、

村
長
、
教
育
長
と
し
て
行
政
に
貢
献、
各
種

団
体の
育
成
指導、

国
保
病院
設
置、
国民

健
康
保
険
制
度
の
周
知
徹
底
を
は
か
り
社
会

福
祉
の
向上
に
努
めた。

四
五
年
秋
の
叙
勲
に
勲
五
等
瑞
宝
章
を
受

明
治
三
三
年
四
月
一
日
生。
(江
部乙

章
し
て
い
る
。

町
)

町
議
会
議
員
二
期
八
年
間、
市
発
展
の
基
礎

を
築
き、
北
海
道
建
設
協
会
理
事、
空
知
建

設
協
会
長
、
滝
川
労
働
基
準
協
会
長
と
し
て

建
設
業
界
の
育
成
や
労
働
条
件
の
改
善
等
に

貢
献
さ
れ
た
。

四
一
年
秋藍
綬
褒
章、
四五
年
春の
叙勲

に
勲
五
等
瑞
宝
章
を
受
章
し
て
い
る
。

明
治三
二
年
五
月
六
日
生
。
(新
町
)

自
治

産
業
・

四
七
年

安
定

自
治
・

民
生

四
七
年

産
業

自
治
・

四
七
年

産
業

自
治
・

四
七
年

滝
川
市
政
功
労
者

第
五
編
行

政

功
績

の
概

種表教
育

自
治
・

四
七
年

彰

別年

第
一
号
佐
久
間
貞
江

順
・
氏
名
・
写
真

要

昭
和三
四
年
五
月
か
ら
三
期
一
二
年
間
市

長
と
し
て
財
政
再
建
団
体
の
解
消
に
努
め
た

ほ
か、
広
域
行
政
の
推
進
に
力
を
入
れ、
江

部
乙
町
と
の
合
併
や
中
空
知
の
中
核
都
市
と

し
て
の
今
日
の
滝
川
市
を
築
い
た
。

四
二
年
秋
の
叙
勲
で
勲
五
等
双
光
旭
日

章、
死
亡
叙
勲
勲
四
等
瑞
宝
章
受
章
。
従

五
位
受
位。

明
治二
七
年
七
月二
五
日
生
。
(一の

坂
町
)

昭
和
四
七
年
四
月
十
八
日
死
亡
。

四
七
年

社
会福
祉

四
一
年
秋
藍
綬
褒
章
・
四
五
年
春
に
勲
五

等
双
光
旭
日
章
を
受
章
し
て
い
る
。

明
治二
七
年
七
月
一
五
日
生。

(北
滝
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第
一
章
行

政

乙
町
)

明
治三
三
年
三
月
一
〇
日
生。
(江
部
産
業

自
治
・

四
八
年

自
治

教
育
・

四
八
年

自
治

福
祉
・

社
会

四
七
年

自
治

福
祉
・

社
会

四
七
年

第
一
二
号
久
保
茂
雄

昭
和
九
年
町
立
社
会
病
院
初
代
院
長
と
な
り

一
五
年
間
勤
務、
退
職
後
市
内
で
開
業
昭
和

二
七
年
か
ら
空
知
医
師
会
会
長
と
し
て
医
療

行
政
に
尽
し
、
滝
川
市
剣
道
連
盟
会
長
と
し

て
スポ
ー
ツ
振
興
に
も
貢
献
し
た
。

五
〇
年
秋
の
叙
勲
に
勲
四
等
瑞
宝
章
を
受

章
し
て
い
る
。

明
治三
六
年
六
月
二
〇
日
生
。
(本
町)

昭
和
二
九
年
から
一六
年
間
に
わ
た
り
商
工

会
議
所
副
会
頭、
会
頭
を
つと
め、
商
工
業

の
振
興
に
尽
し、
ま
た、
三
八
年
から
八
年

間
滝川
振興
公
社
代
表
取
締
役
社長
とし
て

住
宅
供
給
事
業
に
貢
献
し
た
。

明
治
三
六
年
一
二
月
八
日
生
。
(西
町
)

昭
和
二
二
年
ま
で
道
農
産
物
検
査
員、
そ
の

後
農
業
会、
農
協
専
務
理
事、
四
一
年
から

江
部
乙
農
協
組
合
長
と
し
て
農
業
経
営
近
代

化
事
業
を
推
進
し
た。
四
六
年
市
の
固
定
資

産
評
価
審
査
委
員
長
な
ど
市
行
政
の
推
進
に

貢
献
し
た
。

乙
町
)

昭
和二
一
年
か
ら
民
生
・
児
童
委
員
を
つ
と

め
、
そ
の
間、
道
連
合
P
T
A
理
事、
文
化

団
体
連
絡
協
議
会
長
、
町
社
会
教
育
委
員

長、町
社
会
福
祉
協
議
会
長
な
ど
歴
任、
地
域

住
民
の
福
祉
・
文
化
の
向
上
に
寄
与
し
た。

明
治
三
七
年
四
月
三
日
生
。
(江
部
乙

町
)

民
生

福
祉
・

社
会

四
九
年

産
業

四
九
年

自
治

産
業
・

四
八
年

文
化

自
治
・

四
八
年

川
)

大
正
九
年
以
来
第
一
小
学
校
訓
導、
教
頭、

東
栄
小
中
校
長、
江
陵
中
学
校
長
と
し
て
教

員
生
活の
大
半
を
本
市
教育
に
尽
し、
退
職

後
は
滝
川
市
史
の
編
さ
ん
を
行
い
貴
重
な
文

献
を
残
し、
ま
た
市
議
会
議
員
、
各
種
委
員

と
し
て
住
民
福
祉
に
努
め
た
。

四
九
年
春
の
叙
勲
に
勲
五
等
瑞
宝
章
を
受

章
し
て
い
る
。

明
治
二
九
年
五
月
一二
日
生。
(東
町
)

第
一
一号

松
ヶ
平
五
作

第
一
〇
号
国
兼

昇

第
九
号
白
水

務

第
八
号
一
木
善
二

江
部
乙
村
議
会
議
員、
議
長、
教
育
委
員
会

委
員
長
と
し
て
地
方
自
治
の
基
盤
を
確
立
し

た
ほ
か、
人
権
よ
う
護
委
員
、
社
会
福
祉
協

議
会
副
会
長
と
し
て
社
会
福
祉
の
向
上
に
寄

与
さ
れ
た
。

明
治三
三
年
六
月二
三
日
生。
(江
部

乙
町
)

町
議
会
議
員、
青
少
年
問
題
協
議
会
委
員、

保
護
司、
社
会
福
祉
協
議
会
会
長
、
市
各
種

委
員
会
委
員
な
ど
地
方
自
治
及
び
犯
罪
者
の

更
生
保
護
や
住
民
の
社
会
福
祉
の
向
上
に
貢

献
さ
れ
た
。

四
八
年
秋
の
叙
勲
に
勲
五
等
双
光
旭
日
章

を
受
章
し
て
い
る
。

明
治三
三
年
九
月
六
日
生
。
(南
滝
の

第
一
四
号
北
山
季
武

第
一
三
号
山
下
菊
太
郎

第
一
五
号
早
弓
房
松

明
治三
六
年
六
月
一
六
日
生。
(江
部

安
定

昭
和
一
四
年
か
ら
農
地
委
員
、
調
整
委
員、

改
良
委
員、
農
業
委
員
と
し
て
農
業
行
政
に

尽
し
、
昭
和三
〇
年
か
ら
は
一
六
年
間
江
部

乙
町
議
会
議
員、
そ
の
間
副
議
長、
議
長
と

し
て
地
方
自
治
の
振
興
に
尽
し
た
。
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町
)
明
治
三
六
年
四
月
一
四
日
生
。
(有
明

五二
年
春
の
叙
勲
に
勲
六
等
単
光
旭
日
章
私
学

自
治
・

五
〇
年

自
治

産
業
・

五
〇
年

安
定

民
生

自
治
・

四
九
年

産
業

自
治
・

四
九
年

第
二
三
号
酒
井
信
高

第
二
二
号
神
部
俊
郎

第
二
一
号
田
中
君
太
郎

第
二
〇
号

武
田
勝
夫

八
年
か
ら
滝
川
町、
市
文
化
協
会
会
長
と
し

て
郷
土
文
化
の
向
上
に
貢
献、
市
の
各
種
委

員
を
歴
任
し
市
行
政
に
多
大
な
尽
力
を
し
て

お
り
、
体
育
・
文
化
施
設
の
建
設
振
興
に
努

め
た
。

医
師
開
業
し
住
民
医
療
に
尽
す
か
た
わ
ら
二

自
治

五
一
年

自
治

五
〇
年

自
治

公
安
・

五〇
年

体
育
文
化・

五
〇
年

第
五
編
行

政

第
一
六号

福
田
義
行

農
業
納
税
貯
蓄
組
合
連
合
会
長
と
し
て
完
納

一
四
年
の
偉
業
を
立
て、
ま
た
戦
前
か
ら
民

生
委
員
一〇
年
に
わ
た
り、
社
会
福
祉
に
努

め
、
さ
ら
に
四
〇
年
か
ら
六
年
間
市
農
業
共

済
組
合
長
と
し
て
農
業
振
興
に
貢
献
し
た。

明
治三
七
年
六
月
二
六
日
生。

(北
滝

の
川)

昭
和
五
年
滝
川
町
書
記
補、
書
記、収入

役、
助
役
と
戦
中
戦
後
の
滝
川
町
行
政
に
貢
献、

退
職
後
札
幌
地
方
裁
判
所
調
停
委
員、
市
の

公
平
委
員
・
委
員
長
、
行
政
相
談
員
な
ど
を

歴
任、
民
生
安
定
に
寄
与
し
た
。

る
。明
治三
八
年
四
月二
七
日
生
。
(東
町
)

昭
和
四
年
産
業
組
合
監
事・専

務・組
合
長、

一
三
年
江
部
乙
村
会
議
員
一
期、
二
六
年
村

長
・
町
長
と
し
て
町
政
の
振
興
発
展
に
尽
力

し
た。
三二
年
農
業
委
員
・
会
長
を
八
年
間

努
め、
自
治
産
業
に
貢
献し
た
。

第
一
八
号
松
儀
一
男

第
一
七
号
佐
藤
民
治
郎

を
受
章
し
て
い
る
。

昭
和
二
六
年
か
ら
二
期
八
年
間
滝
川
町
助
役

と
し
て
町
の
発
展
に
努
め
た
。
三
四
年
から

一
五
年
間
今
野
学
園
理
事、
滝
川
商
業
高
校

事
務
長
と
し
て
学
校
教
育
に
寄
与
し
た
。
ま

た
調
停
委
員
二
一年
間
な
ど
民
生
安
定
に
貢

献
し
た
。

部
乙
町
)

明
治三
一
年一
二月
一〇
日
生。
(江

第
一九
号
内山

憲
一

明
治
四
〇
年
一
〇
月
二
三
日
生
。
(栄

町
)

。

、に数会定議本昭

。たの三貢多 いに員市和
°叙八献く災尽四発
勲年しの害力期展二
に いた要復しーの年に
勲四 ®職旧た六 基か
四八
等年

本
市
発

に促 年 礎ら
あ進石 ‘を三

旭藍

監綬
褒
章
・
五
四
年
秋

日
小
綬
章
を
受
章
し

て
地
方
自
治
の
発
展

期
成
会
な
ど
の
会
長
や

狩
川
治
水
促
進
期
成

そ
の
間
道
民
の
生
活
安

を
築
い
た
。
北
海
道
議
会

昭
和
二
二
年
か
ら
三
期
町
長
・市
長
と
し
て
、

町
)
明
治三
八
年
一二
月
一
日
生
。
(明
神

五
二
年
春
の
叙
勲
に
勲
五
等
双
光
旭
日
章

を
受
章
し
て
い
る
。

昭
和
二
二
年
か
ら
七
年
間
滝
川
警
察
署
長
と

して
治
安
維持
に当
たり、

二八
年
から
自

動
車
運
転
者
協
議
会
長
な
ど
交
通
安
全
に
尽

力
し
て
い
る
。
三
四
年
か
ら
市
議
会
議
員
四

期
一
六
年
そ
の
間
議
長
も
勤
め
民
生
安
定
・

自
治
の
振
興
に
貢
献
し
た
。

明
治三
八
年
一
一月
一
六
日
生
。
(本

町
)

大
正
四
年
町
吏
員、
昭
和
六
年
助
役、
九
年

か
ら
町
立
社
会
病
院
事
務
長
と
二
二
年
余
に

わ
た
り
医
療
行
政
に
尽
し
た
。
三
二
年
教
育

委
員、
三
七
年
市
立
病
院
運
営
審
議
会
委
員

な
ど
市
政
の
発
展
に
寄
与
し
た
。

明
治三
一年
一
月
二
一
日
生
。
(大
町
)
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し
て
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第
一
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政

第
二
七号

社
内
与
造

昭
和
二
六
年
から
七
期
二
八
年
間
に
わ
た
っ

て
町
・
市
議
会
議
員
と
し
て
市
政
発
展
に
貢

献
し
た
。
ま
た二
六
年
七
月
から
二
八
年
間

農
業
委
員
会
委
員
と
な
り、
そ
の
間
四
三
年

七
月
か
ら
八
カ
年
に
わ
た
り
会
長
の
要
職
を

務
め、
農
業
行
政
に多
大
な
貢
献
をし
た。

産
業

自
治
・

五
四
年

産
業

自
治

五
二
年

福
祉

社
会

民
生
・

五
二
年

産
業

五
一
年

第
二
九
号
石
黒
貞
一

第
二
八
号
前
田
春
市

八
期三
二
年
間
に
わ
た
り、
町
・
市
の
発
展

に
尽
力
し
た。
その
間
四
期
一六
年
間
に
わ

た
っ
て
議
長
を
務
め
全
国
・
北
海
道
町
村
議

長
会
会
長
の
要
職
に
つき
地
方
自
治
の
振
興

に
貢
献
し
た
。

明
治
四
一
年二
月
五
日
生。

(江
部乙

町
)

昭
和
三
〇
年
五
月
か
ら
四
期
一
六
年
間
に
わ

た
り、
町
・
市
議
会
議
員
と
し
て
市
政
の
発

展
に
尽
し、
特
に三
三
年
の
市
制
施行・

四
六
年
の
合
併
時
の
副
議
長
・
議
長
の
要
職
を

務
め
た
。
文
化
協
会
理
事
・
市
消
防
団
長
と

し
て
市
民
の
文
化
・
生
活
の
安
全
確
保
等
に

大
き
く
貢
献
し
た
。

明
治
四
二
年
二
月
一
日
生
。
(大
町
)

文
化

公
安
・

自
治
・

五
四
年

自
治

五
四
年

第
二
四
号
金
谷
嘉
市

昭
和
二
三
年
滝
川
商
工
会
議
所
議
員、参

与、
三
五
年
滝
川
卸
商
連
盟
会
長
、
三
一
年
から

滝
川
商
工
業
振
興
補
償
融
資
委
員
と
し
て
市

政
に
尽
力
し
て
い
る
。
ま
た
法
人
会
役
員、

会
長
など
商工
振興
に貢
献
さ
れた。

明
治三
九
年
一
一月
二
八
日
生
。
(栄

町
)

滝
川
高
等
女
学
校
教
員、
第
二
小
学
校
長
と

し
て
一
四
年
間
滝
川
で
の
教
育
に
尽
し
、
三

八
年
市
選
管
委
員、
四
〇
年
民
生
委
員、
四

一
年
社
協
理
事、
四
三
年
人
権
よ
う
護
委員

な
ど
民
生
・
社
会
福
祉
に
貢
献し
た
。

五
四
年
秋
の
叙
勲
に
勲
五
等
瑞
宝
章
を
受

章
し
た
。

明
治三
五
年
五
月
一
五
日
生
。
(東
町)

昭
和二
六
年
か
ら
一二
年
間
町
市
議
会
議
員

と
し
て
市
政
の
推
進
に
尽
力
し
た
。
三
八
年

か
ら
六
年
間
市
農
業
委
員
会
会
長
と
し
て
農

業
行
政
に
貢
献、
ま
た
四
〇
年
市
都
市
計
画

委
員
長、
四
四
年
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議

会
委
員
な
ど
自
治
産
業
に
貢
献
し
た
。

明
治
四
〇
年
一
月
三
日
生
。
(北
滝
の

川
)

明
治三
八
年九
月一
五
日生。

(東
滝

川
)

自
治

教
育
・

四
七
年

滝
川
市
政
功
労
奨
励
者

第
一
号
中川

正

明
治
四
四
年
二
月
二
日
生。
(本
町
)

育
委
員
・
委
員
長
と
し
て
教
育
振
興
に
尽

し、
ま
た、
滝
川
商
工
会
議
所副
会
頭と
し

商
工
業
の
振
興
発
展
に
寄
与
さ
れ
市
の
各
種

委
員
と
し
て
市
行
政
に
貢
献
し
て
い
る
。

昭
和
三
五
年
か
ら
約
一二
年
間
に
わ
た
り
教
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二
五
号
矢
島
亀

第
二
六
号
岩
村
吉
太
郎

昭
和二
二
年
江
部
乙
町
議
会
議
員
当
選
以
来



町)
安
定

民
生

福
祉
・

社
会

五
〇
年

自
治

四
九
年

産
業

四
九
年

生
安
定

祉
・
民

社
会
福

四
九
年

第
五
編
行

政

た
。

大
正
五
年
一
〇
月
二
〇
日
生
。
(東
町)

振
興

私
学

四
八
年

私
学振
興

四
八
年

公
安

自
治
・

四
七
年

公
安

自
治
・

四
七
年

第
九
号
手
嶋
二
枝

第
八
号
千
葉
武
幸

第
七
号
少
覚

第
六
号
武
田

セ
イ

二
七
年
社
会
教
育
委
員、
二
八
年
保
健
所
運

営
協
議
会
委
員、
三
九
年
社
会
福
祉
協
議
会

委
員
・
理
事
・
副
会
長
と
次
と々
引
続
き
要

職
に
あ
り
、
数
多
く
の
委
員
を
兼
ね
て
市
政

の
推
進
に
貢
献
し
て
い
る
。

昭
和二
一
年
民
生
委
員、二

六
年
調
停
委
員、

納

第
二
号
中島

正
雄

昭
和二
六
年
から
町
・
市
議
会
議
員
と
な

り
一
六
年
間
市
政
の
推
進
に
尽
し
、
そ
の
間

副
議
長
・
議
長
を
つと
め
た。
戦
後
間
も
な

く
交
通
安
全
に
力
を
入
れ、
協
会
副
会
長
・

会
長
と
し
て
住
民
の
安
全
福
祉
に
貢
献
し
て

い
る
。

第
四
号
泉今
野
正
義 完

第
三
号
岩本

正
義

大
正
四
年
一
一月
三
日
生
。
(明
神
町)

昭
和二
六
年
か
ら
二
一
年
間
に
わ
た
り
選
挙

管
理
委
員
と
な
り、
そ
の
間
一
五
年
余委
員

長
を
つ
と
め、
明
る
く
正
し
い
選
挙
の
推
進

に
貢
献
し
た。
ま
た二
三
年
以
来
防
犯
協
会

会
長
と
し
て
公
安
に
努
め
て
い
る
。

大
正二
年一
〇
月
一
日
生。(花月

町)

四
四
年
一
一
月
藍
綬
褒
章
を
受
章
し
て
い

る
。

昭
和
二
一
年
婦
女
子
の
教
養
の
場
と
し
て
洋

裁
を
取
り
上
げ
、
ド
レ
ス
メ
ー
カ
ー
高
等
女

学
校
を
開
設
。
三
四
年
に
は
滝
川
商
業
高
等

学
校
を
開
校
し
て
子
弟
の
高
等
教
育
に
寄
与

し、
四
八
年三
月
閉
校
ま
で
に
四
、
七
〇
〇

余
名
の
卒
業
生
を
数
え
私
学
振
興
に
尽
力
し

昭
和
一
五
年
から
約
六
年
間
民
生
委
員
を
つ

と
め、
戦
後
幼
児
教
育
の
必
要
性
を
認
識
さ

れ、
二
八
年
滝
川
幼
稚
園
を
創
設
し
た
。
奨

励
表
彰
時
ま
で
に
約
四、
二
〇
〇
名
現
在
ま

で
に
五、
五
〇
〇
名
の
卒
園
者
を
数
え
て
お

り
、
市
の
幼
児
教
育
に
貢
献
し
て
い
る
。

明
治
四
一
年
一
一月
七
日
生
。
(栄
町)

第
五
号

昭
和
四
〇
年
以
来
滝
川
地
区
労
働
組
合
協
議

会
議
長・
役
員
を歴
任、
労働
者の
地位
向

上
に
努
め、
ま
た
市
文
化
セン
ター
建
設
審

議
会、
公
営
住
宅
入
居
者
選
考、
公
平
委
員

会
な
ど
各
種
委
員
と
し
て
市
政
の
推
進
に
尽

力
し
て
い
る
。

大
正
一〇
年
四
月
二
八
日
生
。
(本
町)

昭
和三
〇
年
か
ら
社
会
福
祉
協
議
会
副
会

長
・
評
議
員、
三
六
年
か
ら
保
護
司、
四
〇

年
共
同
募
金
委
員
な
ど
社
会
福
祉
の
向
上
に

尽
し
、
ま
た
江
部
乙
町
の
婦
人
会
長、
教
育

委
員
、
青
少
年
問
題
協
議
会
委
員
な
ど
数
多

く
の
要
職
に
つ
い
た
。

大
正
二
年
六
月
二
五
日
生。
(江
部
乙

明
治
四
二
年
八
月
一
日
生
。
(本
町)

長
年
に
わ
た
り
農
業
機
械
の
開
発
に
努
め
世

界
に
誇
る
苗
植
機
を
生
産、
昭
和三
六
年
か

ら
一
一年
余、
道
農
業
機
械
工
業
会
理
事、

市
の
技
能
協
会
長
な
ど
産
業
振
興
に
貢
献

し
、
ま
た
書
道、
剣
道
を
通
じ
子
弟
教
育
に

尽
力
し
て
い
る
。

大
正
四
年
一
一月三

日
生
。
(大
町)

480
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一
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大
正
一
一年
六
月
一
六
日
生。
(栄
町)

る
。

産
業

五
四
年

所
副
会
頭
、
市
公
営
企
業
等
調
査
審
議
会
・

市
商
工
振
興
委
員、
商
業
活
動
調
整
協
議
会

委
員
な
ど
商
工
業
の
振
興
発
展
に
尽
し
て
い

昭
和
二
四
年
一
月
滝
川
信
用
組
合
(現
北
門

信
金)
に入
社、
地
元
金
融
業
の
育
成
に
努

め、
四
四
年
理
事
長
に
就
任
後、
商
工
会
議

大
正
七
年
七
月
七
日
生
。(
栄
町)

文
化

教
育

五
四
年

安
定

民
生

五三
年

大
正
五
年
八
月
一
日
生
。
(本
町
)

昭
和二
一
年
か
ら
二
〇
年
間
民
生
委
員
二
九

年
か
ら
保
護
司
を
つ
と
め、
こ
の
間
市
選
管

委
員、
教
育
委
員、
結
婚
相
談
員、
社
会
福

祉
協
議
会
理
事、
評
議
員
など
多
く
の
公
職

に
つ
き、
社
会
福
祉
に
尽
力
し
て
い
る
。

五
四
年
春
に
藍
綬
褒
章
を
受
章
し
て
い

る
。大
正
七
年
六
月
一
五
日
生
。
(明
神
町
)

多
年
に
わ
た
り
市
婦
人
会
・
市
婦
人
団
体
連

絡
協
議
会
など
の
役
員
と
し
て
活
躍
し
、
婦

人
音
楽クラ

ブ
を
設
立、
ボ
ラン
ティ
ア
活

動
を
通じ
婦
人
の
生
活
文
化、
住
民
福
祉
の

向
上
に
尽
力
し
て
い
る
。
ま
た、
市
の
各
種

委
員
と
し
て
市
政
に
貢
献
し
て
い
る
。

第
一
六
号

第
一五
号

神
部
富
美
子

杉
浦
善
正

第
一
四号

佐
木々
静
江

く
の
門
下
生
を
輩
出
し
敬
老
会、
文
化
祭
な

昭
和
九
年
藤
間
流
舞
踊
研
究
所
を
開
設
、
多

ど
市
民
行
事
に
参
加
し
、
市
の
文
化
向
上
に

寄
与
し
て
い
る
。
ま
た
空
知
邦
楽
邦
舞
協
会

長、
市
芸
術
文
化
振
興
会
理
事
と
し
て
地
域

文
化
振
興
に
尽
力
し
て
い
る
。

文
化

五
三
年

第
一
〇
号

山
本

作
義

八
年
江
部
乙
農
業
共
済
組
合
監
事、
農
協
監

事
な
ど
を
歴
任
、
四三
年
水
稲
採
種
組
合

長
と
し
て
農
業
規
模
の
拡
大
・
機
械
化
に
努

め、
農
業
振
興
に
寄
与
し
て
い
る
。

昭
和
二
八
年
江
部
乙
農
事
研
究
会
会
長
、
三

(江
部乙

明
治
四三
年四
月
八
日
生。

町
)

昭
和三
五
年
から
一
六
年
間
滝
川
市
母
子
会

会
長
を
つ
と
め、
こ
の
間
青
少
年
問
題
協
議

会
、
新
生
活
運
動
委
員
会、
表
彰
者
選
考
審

議
会、
社
会
教
育
委
員、
結
婚
相
談
員
な
ど

を
歴
任、
市
政
に
尽
し
た
。

安定
民
生

五
一
年

五
一
年

第
一
三
号
堀
田
武
司

第
一
二
号
松
尾
政
治

大
正
七
年
三
月
二
日
生
。
(明
神
町
)

いる
。

昭
和二
二
年
か
ら
二
期
八
年
間
町
議
会
議

員、
こ
の
間
監
査
委
員、
社
会
教
育
委
員
を

つと
め、
そ
の
後
教
育
委
員
長
と
市
政
に
貢

献、
二
八
年
か
ら
農
協
代
表
監
事、
滝
の
川

西
地区
ほ場
整
備事
業
期
成
会長
など
農業

振
興
に
尽
し
て
い
る
。

川) 大正
二
年
八
月二
三
日
生
。
(北
滝
の

産
業

五
三
年

第
一
七
号
岡
田
外
之

五
一
年

昭
和
三
一
年
羊
肉
専
門
店
を
開
業、
羊
肉
の

大
衆
商
品
化
に
よ
り
市
の
産
業
振
興
に
貢
献

し
て
い
る
。
四
五
年
滝
川
商
工
会
議
所
議

員
・
監
事
と
し
て
商
工
業
の
振
興
に
尽
し
て
産
業

部
乙
町
)

明
治
四
四
年
一〇
月
二
七
日
生
。
(江

第
一一
号
小
田
中
キ
ヌ
コ
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政

第
十
八
節
戸

そ
の
地
の
盛
衰
興
亡
を
端
的
に
現
わ
す
の
は
戸
口の
推
移
で
あ
る
。
戸
口
は

ま
た
行
政
に
よ
っ
て
大
き
く
左
右
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
都
市
基
盤
の
整
備
・
産

業
の
振
興
に
よ
っ
て
変
わ
る
も
の
で
あ
る
。

滝
川
の
地
に
和
人
が
来
住
す
る
以
前
の
様
子
は
先
住
民
族
の
遺
跡
が
河
岸
段

丘
に
見
ら
れ、
何
千
年
も
前
から
石
狩
川
や
空
知
川
沿
い
に
住
み、
そ
し
て
移

動
す
る
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。

一の
坂
の
段
丘、
東
滝
川
の
空
知
川
沿
い
に
比
較
的
多
い
土
器
・
石
器
が
出

土
し
た
と
は
い
え、
先
住
民
族
が
何
十
戸
も
住
ん
だ
も
の
で
は
な
く
、
一戸
・

二
戸
が
時
代
を
経
て
連
な
っ
た
遺
物
の
出
土
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

安
政三
年
松
浦
武
四
郎
が
ソ
ラ
チ
プ
ト
の
ア
イ
ヌ
ト
ミ
ハ
セ
、
セ
ツ
カ
ウ
シ

を
道
案
内
と
し
て
上
川
な
ど
内
陸
部
を
探
検
し
た
折
に
、
こ
の
ア
イ
ヌ
が
石
狩

川
を
の
ぼ
り
我
が
コ
タ
ン
に
着
く
と
喜
び
勇
ん
で
舟
を
漕
ぐ
姿
を
見
て、
武
四

郎
は
コ
タ
ン
の
大
き
さ
を
想
像
し
て
い
た
が、
着
い
て
み
る
と
前
記
二
人
と
イ

タ
ハ
ウ
シ
の三
軒
の
小
屋
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
。

こ
の
場
所
は
空
知
川
よ
り
少
し
石
狩
川
の
上
の
ア
タ
ハ
シ
ナ
イ
川
(注

銀
川

と
思
われる)

の
ほと
り
で
あ
る
が、
そ
の
他
の
滝
川
市
域
に
当
た
る
場
所
に
は

ア
イ
ヌ
は
住
ん
で
い
な
か
った
の
で
あ
る
。

こ
のよ
う
な
状
況
で
何
千
年
来
過
し
た
中
に
北
海
道
内
陸
部
の
開
発
が
始
ま

っ
た。
明
治
十
九
年
五
月
樺
戸
集
治
監
の
囚
徒
を
使
い
峰
延
・
忠
別
間
の
道
路

開
さ
く
に
空
知
太
が
中
継
地
と
な
り
仮
道
路
が
作
ら
れ
た
。
こ
の
道
路
開
さ
く
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の
測
量
に
あ
た
っ
た
の
が、
そ
の
後
滝
川
に
定
住
し
た
高
畑
利
宜
と
工
事
の
物

資
を
空
知
川
渡
船
で
渡
す
仕
事
を
担
った
三
浦
米
蔵
で
あ
る
。
高
畑
は
空
知
川

右
岸
の
集
治
監
事
務
所、
三
浦
は
左
岸
の
渡
船
小
屋
に
仮
住
い、
こ
の
ほ
か
多

く
の
囚
人
と
看
守
が
集
治
監
事
務
所
隣
に
住
み、
工
事
の
進
捗
に
従
っ
て
移
動

し
て
いっ
た。
こ
れ
が
滝
川
へ
の
和
人
来
住
の
始
め
と
い
え
る
が、
い
ず
れ
も

一
時
的
な
仮
住
い
で
あ
る
。
三浦
は
山
形
県
人
の
幌
向
住
人
で
人
を
使
っ
て
渡

舟
を
行
い、
高
畑
は
仕
事
で
移
動
し
て
お
り
、
二
十
二
年
春
に
は
忠
別
(旭川)

住
人
で
あ
っ
た。
二
十
一
年
四
月
集
治
監
看
守
上
田
文
助
が
新
波
止
場
の
常
勤

で
来
住
し
、
妻
井
上
き
ぬ
が
宿
屋
を
開
業
し
た。
空
知
太
に
移
住
者
が
ボ
ツ
ボ

ツ
来
た
の
は二
十
二
年
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
同
年
八
月
高
畑
が
書

い
た
創
草
図
に
は
二
〇
戸
弱
の戸
数
が
あ
り、
同
年
十
一月
の
寄
留
届
営
業
願

に
三
人
の
名
が
あ
る
。
同
月
奈
良
県
十
津
川
郷
の
罹
災
民
六
〇
〇
戸
の
う
ち
九

二
戸
の
屯
田
兵
と
そ
の
家
族
が
滝
川
村
民
と
し
て
記
録
に
残
っ
て
い
る
戸
口
は

一
一〇
戸
、
四
五
八
人
で
あ
る
。

翌
二
十
三
年
七
月
十
津
川
村
民
か
ら
三
戸
と
他
県
応
募
の
三
四
五
戸
の
移
住

が
あ
っ
て、
急
激
な
人
口
増
加
と
な
っ
た
が、
屯
田
番
外
地
に
あ
た
る
空
知
太

で
は
市
街
化
が
企
画
さ
れ、
市
街
宅
地
割
を
行
い
出
願
貸
下
地と
し
た
こ
と
か

ら
こ
の
二
十
三
年
に
屯
田
以
外
で
一
〇
二
戸
の
増
加
移
住
が
あ
っ
た
。

そ
の
後
に
お
い
て
も
し
だ
い
来
住
者
が
増
え、
さ
ら
に
二
十
七
年
江
部
乙
屯

田
兵
四
〇
〇
戸
の
移
住
が
あ
っ
て、
数
年
前
は
二
・
三戸
の
ア
イ
ヌ
し
か
居
な

か
っ
た
滝
川
の
地
が、

一万
人
に
も
及
ぶ
村
落
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
。

明
治三
十
年
歌
志
内
村
の
分
村、
三
十
二
年
音
江
村
分
村
と
人
口
の
増
減
を

繰
り
返
し、
四
十
二
年
江
部
乙
分
村
と
分
村
の
つ
ど
滝
川
村
は
一
万
人
を
割

第
一
章
行

政

り
、
大
正
九
年
に
至
っ
て
一
万
に
達
し
て以
降
し
だ
い
に
増
え
て
行
っ
た。

明
治
四
十二
年
江
部
乙
分
村
当
時
の
江
部乙
は
戸
数
五
六
九
戸
、
人
口二
、

〇
四
八
人
で
、
こ
の
年
の
往
来
は
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

往
住
者

戸
数
一
〇
戸

人
口二

一人
戸
数三
三
戸
增

人
口
七
七
人
増

<
江
部
乙
町
史
>

大
正
十
四
年
国
勢
調
査
が
行
わ
れ、
調
査
の
方
法
が
改
正
さ
れ
た
と
事
務
報

告
(大
正
十
五
年
末)
に
次
の
と
お
り
記
載
さ
れ
て
い
る
。

大
正
一
四
年
拾
月
農
林・
商
工
省
令
ヲ
以
テ
農
商
務
統
計
報
告
規
則
へ
廃
止
セラ
レ
新
ニ

農
林
省
統
計
報
告
規
則
商
工
省
統
計
規
則
及
産
業
統
計
取
扱
手
続
発
布
セラ
レ
タ
ル
ニ付
新

規
則
二
基
本
年
四
月
一
日
本
町
区
域
内
二五
調
査
区
設
置
シ
大
西
勇
藤
井
高
藤
岡

幸
蔵
島
田
与
平
奥
田
信
行
ノ
五
名
ヲ
統
計
調
査員
ニ任
命
セ
リ

従
来
人
口
統
計
ノ
調
査
ハ
戸
籍
簿
及
寄
留
簿
ヲ
点
査
シ
本
籍
者
及
寄
留
者
ヲ
調
査
シ
町
村

ノ人
ロ
ヲ
決
定
シ
タ
ル
モノ
ニ
シテ
甚
敷
繁
雑
ヲ
極
メ
タリ
シ
カ
本
年
拾
弐
月
規
則
改
正
ノ

結
果
簡
略
セラ
レ
調
査
上
容
易
ナ
ル
ヲ
得
タ
リ

現
住戸
数

男

現
住

人

ロ計
男 現
住戸
数
一
二付
人
口

女

二
・
七
五
人

二
・
六〇
人

と
あ
る
。
昭
和
十
六
年
四
月
一
日
生
活
必
需
物
資
統
制
令
公
布
に
よ
り
、
人

口
に
応
ず
る
物
資
の
配
給
制
が
と
ら
れ、
家
族
数
の
確
認
は
厳
重
を
極
め、
転

出
入
は
米
穀
通
帳が
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

昭
和
二
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
住
民
登
録
法
の
公
布
に
基
づ
き
住
民
登
録
制

と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
市
町
村
が
住
民
の
世
帯
主
に
対
し
て
住
民
票
を
配
付

二、
三
三
〇
六、
四〇
八
六
、
〇
五
八
一二
、
四
六
六
人

差
引

来
住
者

戸
数
四
三
戸

人
口
九
八
人

(注
空
知
の
人
ロー
空
知
支
庁
刊
と
は
数
が
合
わ
な
い
面
が
あ
る
)

女
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4
四
二
年

〃
四
一
年
一、九四七

六、〇五七
五、六八七

二
、七四四
三、八九七
三、六七九
三三、四二二
二、七三
九、七三四
九、六
七

九、三四四
八、八七四

七、九七五

八、三〇〇

七、六三四

10、八〇
九、七七九
八、空三
四、三六四
三、六八三
三
一五

二、五七四

四五八

〃
江
部
乙
村
分
村

11 11 11

!

11 " 11 11 11音 "1

音
江
村
分
村

上
川
鉄
道
開
通

歌
志
内
村
分
村

公
簿
調
査
(一
二
月
三
一
日)

江
部
乙
屯
田
兵
四〇
〇
戸
が
移
住

屯
田
兵
三
四
八
戸
が
移
住

公
簿
調
査
(一
二
月
三
一日
)

十
津
川
移
民
九二
戸
を
含
む

付

明
治四二

年

年
次

戸
数

三、〇五四

男 人

一、六〇九

女

三、六六三 計 口

公
簿
調
査
(一二
月三
一
日)

江
部
乙
村
設
置

付
記

旧
江
部
乙
町
戸
口
統
計

滝
川
市
に
お
け
る
戸
口
の
推
移
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

台
帳
法
に
基
づ
き
市
町
村
で
は
住
民
基
本
台
帳
を
整
備
し
、
住
民
に
関
す
る
正

確
な
記
録
が
行
わ
れ
て
い
る
。

戸
口
統
計

し、
役
場
の
係
員
の
ほ
か
調
査
区
を
設
け
て
調
査
員
に
も
協
力
を
得
て
住
民
票

の
届
出
に
よ
り、
市
町
村
で
は
住
民
の
登
録
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

第
五
編
行

政

三、八〇一

女二〇八

八、〇三四 口計

〃二
級
町
村
制
施
行

記

明
治二
二
年

年
次

一、四八九

二、二八七
二、二六六
一、八三
一、七四七

六、六〇一
六、一四三
五、〇九八
四、八八二
四、七七二
四、五七七
四、二四九

四、四八三

四、一七〇

五、八六七
五、四〇七
四、六九九
二、三八九
二、〇三七
一、七六六

一、四買八

二五〇 人

四、三三

六、八八二
六、七六一

五、九一八
五、八一0
五、五七O
四、六三六
四、六八五
四、五七二
四、三四七

一、七六八
一、七三三
一、六九二

一、六四八

一、七九〇
一、八〇
一、七一七
一、六一七
一、二一四
八九一
七二八

五六〇

110

戸
数

男

三、四
四

四、九七三
四、三七二
三、九三三
一、九七五
一、六四六
一、三九三

一、三三六

三、七三六

三、八一七

♪
三二
年

√
三
一年

少
三
〇
年

ク
二
九
年

明
治二
八
年

�
二七

年
△
二
六
年

ク
二
五
年

少
二
四
年

√
二
三三
年

〃
四〇
年

△
三
九
年

ミ
三
八
年

少
三
七
年

小
三
五
年

少
三
四
年

少
三
三
年

一、八〇一
少
三
六
年
一、九〇四

六、〇一五

現
在
は
昭
和
四
十
二
年
七
月
二
十
五
日
法
律
第
八
十
一
号
公
布
の
住
民
基
本
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九、四六五
一八、七九〇
二〇、七七六
一六、三

三
一四、一四五
一四、一三四
一四、二〇三
一四、三五七
一四、〇一五
一三、三
六

一三、二〇九
一三、四九六
三三、八三四
一三、五一九
三
、五六〇
三
、六八二
三、六〇三
二三、四六六
三三、七九八
二、八〇五
二、六九四

10、八九六
10、六三天

10、一八八
九、一六一
八、八三
八、四八四
八、六四三
八、七三七
九、〇九六

八、九
八

九、〇五八
八、五八五
七、九二八

一級
町
村
別
町
制
施
行

ハ
一七
年

⇒
一六年

少
一五
年

〃〃

"1

!! 11 "1 11 11

! ! 11 11

!

昭
和
二
年

へ
一五
年

一
四
年

一
三
年

一
二
年

一
一年
一〇
年
九
年

八
年

七
年
六
年

五
年

四
年

三
年

八
六 六二五
五
一

五六七
六〇三

三
三三、四三四

三、三
一

三
三三
三、二五五
三、二九五
三、四〇八
三、五四三
三、三九一
三、二六五
三、一咒

三、三〇八
三、二九一

六、五七三
六、穹三九
六、三四八
六、四一四
六、〇三七
五、八三八
五、六五九
五、六八八
五、七ニー
四、九七九
五、二〇七
五、〇五六
四、五七四
四、六七〇
四、三五二
四、五九三
四、六00
四、四五八
四、三八一
四、三七一

三、四〇七
三、三五三
三、二四三
三、八三

七、二四三
六、九八三
七、一四三

六、七四八
六、七五八
六、六九八
六、八〇五
七、〇五二

人
口
調
査
(一〇

月
一
日)

推
計
人
口
(一
〇
月
一
日
)

11

! 推
計
人
口
(一〇

月
一〇
日
)

国
勢
調
査
(一
〇
月
一
日)

常
住
世
帯
実
査
(一二
月
三
一
日)

人
口
調
査
(一〇

月
一
日
)

常
住
世
帯
実
査
(一
二
月三
一日
)

11 11

"! 11

"

11 11

! !

11 〃

大
正
二
年

〃
四
五
年

〃
四
四
年

明
治
四三
年

一、二五〇
一、二三五
一、三
元

一、一六〇
一、一六一
一、一五四
一、一四六
一、三
〇

一、二三
一、二三八
一、二〇四
一、〇八五
一、〇九六
一、〇三

六三
二、
三 三、〇五五

九九八
九六九
九七四
九八〇 八三 九〇三 八七四
七八七

七六七
八〇四
八〇六
七九七
七九二

三、一九九
三、一七三
三、
一七三

一、七三三
一、六三一
一、六九三
二、二〇八

三、八一九
三、六五一

三、六二
三、吾
六

三、五〇三
三、四〇三
三、三九七
三、五10
三、四五七

三、一七 汽
三 二、九七二
二、八七四

二、八〇五
二、八二四
二、四七八
二、五三
三、三三
二、三〇四
二、二七三
三、三一四
二、三四九
二、三芸一
三、三五
三、二〇九

二、一九八

一、六八九
一、六三
一、五四九
一、六三四

!

須1 1 1 1 1〃

! !推
計
人
口
(一
〇
月
一
日)

国
勢
調
査
(一〇

月
一
日)

須
麻
馬
内
地
区
の
編
入

!

" !

11

!

"1

! ! 推
計
人
口
(一〇

月
一
日)

常
住
世
帯
実
査
(一
二
月
三
一日)

国
勢
調
査
(一〇

月
一日)

常
住
世
帯
調
査
(一
二
月
三
一
日
)

人
口
調
査
(一〇

月
一
日
)

! ! ! 公
簿
調
査
(一二
月三
一
日
)

第
一
回
国
勢
調
査

11 11! 〃11 11 11 11〃〃 11

推
計
人
口
(一〇

月
一日
)

国
勢
調
査
(一〇

月
一
日
)

人
造
石
油
会
社
着
工

七、二〇七
七、〇八三
七、〇三九
六、九九三
六、九九二
六、六四〇
六、六二六
六、七五六
六、二九九
六、六三四
六、〇九二
六、一五一
六、二
三

六、〇五八
六、三二一
五、八〇〇
五、六二八
五、二六三
五、三
三

四、八八一
四、五三三
四、三
八

四、一四九
四、三五三
四、二七三
四、三八四

四、三〇四

四、三二〇
一、五〇七
一、四六四

九、三五
二、六八〇
八、四九三
六、九三八
七、〇五一
七、〇六四
七、三六四
七、二三三
六、五七六
六、五八三
六、七四〇
六、吾
五

六、八八五
六、四六八
六、三
一

六、四九〇
六、四〇八
六、五八七

二、三
二

六、〇〇五
六、〇六六
五、六三
五、三
三

一、九九七
五、三〇七

一、八三
一、七四三
一、七一四
一、吾三九
一、六九五
一、六三六
一、五九八

一、六四八

四、七三

四、六三四

四、七三八
四、五五七
四、一八

九、〇九六

七、八六〇

三、五一七

二、八七五

二、九四三
二、五八九
二、五八三
二、五六四
三、五四〇
二、四
〇

三、四三六
二、四七五
三、三六八
二、四九〇
二、三三三
二、三七五
三、三六〇
二、三三〇
二、三九〇

"

一
四年
一三
年

一二
年

" √
一
一年

三、一二六
三、三七六

一〇
年

九
年

八
年

七
年

六
年
五
年
四
年

三
年

大
正
二
年

〃
四四
年

�
四
五
年

明
治
四
三
年

へ
一七
年

11一
六
年

心
一五
年

�
一四
年

へ
一三
年

一
二
年

ノ
一
一年
一〇
年

九
年

八
年

七
年

六
年

五
年
四
年

三
年

"1 〃"1 "1

!

" 11 11 11 11

!"

"1 11

"

〃"1 11

"1

11

四、六〇八
四、五〇五
四、三
五

四、三九〇
四、四五四

富
良
野
線
開
通

11 11

推
計
人
口
(一
〇
月
一
日
)

人
口
調
査
(一
〇
月
一日)

に
一
一年
一〇
年
九
年
八
年

七
年

六
年
五
年

四
年

三
年

二、九五四
三、八六八

二、七九一
二、八八三
二、八九七
二、五〇一
二、五九五
二、五三五
三、二七〇
二、三九七
三、二三八
二、二四四
二、三三元

!

11 11 11 11〃

! ="

11 11 11 11 11

国
勢
調
査
(一〇
月
一〇
日)

公
簿
調
査
(一二

月
三
一日)

=

11 11 11

=

一二
年

一
四年
一
三
年

八元
二、〇二九

△
一五
年

昭
和
二
年

三、八四二

四、〇二八
三、七八〇

485

11 11 11

!!

三、二〇一

六、八四八



第
五
編
行

政

五、0元
五
、六一〇
五
、二六一
五二、二五七
五
、
三

四三、五豆
四四、四七六
四四、〇一六
四三、四九五
四
、八〇
四〇、七一九
四三、六五五
四〇、六五一
三
、七三〇

一、二三二
〇、

五三三、七
六

一七、〇八一
一六、九五九
一六、一七一
一五、八八七
一五、五豆
一四、八00

三
、〇六七
二九、五八六
二八、八五

二八、五八七
二七、八四四
二七、五四三
二七、〇〇三
二六、二七六
二四、二六八

二四、七一五

二三、一四四
二
、三四八

国
勢
調
査
(一〇

月
一
日
)

!

11 11 " "1

住
民
基
本
台
帳
(九
月
三
〇
日
)

住
民
登
録
(九
月
三
〇
日
)

国
勢
調
査
(一〇

月
一日
)

国
勢
調
査
(一〇

月
一
日
)

住
民
登
録
(九
月
三
〇
日
)

(九
月
三
〇
日
)

(七
月
一
日
)

国
勢
調
査
(一
〇
月
一
日
)

住
民
登
録
(九
月
三
〇
日
)

(九
月三
〇
日
)

三
、
一四〇

住
民
登
録
(七
月
一
日
)

常
住
人
口
調
査
(一
〇
月
一
日)

国
勢
調
査
(一〇

月
一
日
)

常
住
人
口
調
査
(八
月
一
日
)

! 臨
時
国
勢
調
査
(一
〇
月
一
日
)

♪
(四
月
二
六
日
)

(一
一月
一
日
)

人
口
調
査
(二
月
二
二
日
)

ク
一九
年

〃
四
五
年

ク
四
四
年

少
四
三
年

心
四
二
年

少
四
一
年

ハ
四〇
年

少
三
九
年

三、〇七五
ク
三
八
年

♪
三
七
年

〃
三
六
年

〃
三
五
年

へ
三
四
年

√
三
三
年

一、八五八

一、八四
一、八三
一、七四三
一、七三六
一、七00
一、六三七

四、九二五
四、八三二
四、七〇一
四、六四三
四、七〇一
四、五七一

三、九二八

四、〇三元

三、二一四
三、三
九

三、八三四
四、〇三四
四、一六三
四、二五五
四、三九八
四、三三
四、七三六
四、九八七
四、八四四
四、九四二

九、七四一
九、四七八
10.00六

10、一九四
10、〇二六
10、三三三
九、八八六
九、八八七
九、八〇八
九、五三五
九、三九八
九、芸
一

九、三八九
九、三三九
八、七八五
八、二九五

八、六九八
六、七九八
七、二〇一

七、三三三
七、七七八
八、〇三五
八、三三七
八、五三六
八、四五八
九、二九七
九、七九四
九、五四三

国
勢
調
査
(一〇

月
一
日
)

住
民
登
録
(九
月
三
〇
日)

!

" "

!

11

(九
月三
〇
日
)

住
民
登
録
(七
月
一
日
)

常
住
人
口
調
査
(一〇

月
一
日
)

国
勢
調
査
(一〇

月
一日
)

(一〇
月
一
日
)

常
住
人
口
調
査
(八
月
一
日)

"

臨
時
国
勢
調
査
(一
〇
月
一
日
)

"
(四
月
二
六
日
)

(一
一月
一
日)

人
口
調
査
(二
月
二
二
日)

推
計
人
口(一〇

月
一
日
)

国
勢
調
査
(一〇

月
一日
)

11 "1

住
民
基
本
台
帳
(九
月三
〇
日
)

国
勢
調
査
(一〇

月
一
日
)

住
民
登
録
(九
月三
〇
日)

四、五六一
四、八〇七
四、六九九
四、七九九
四、六四四
四、九六七

五、〇五八

四、九八二
五、〇〇三
四、九一三
四、九四七

四、九七三
四、九四〇
四、八八三
四、七一三
四、六九七
四、七一八
四、六八八
四、六五八
四、三七
四、三六七

四、六五九

一、五
一

一、一五七

一、四九八

一、三三五
一、二四八

一、八六一
一、九一四
一、九三五
一、九四六
一、九七〇
一、八八九

三、二〇三
一、九七九
一、九六八
一、八五〇
一、九一三

三、四七九
三、七四四
三、八七三
三、九八二
四、二三八
四、二三七

ハ
四
五
年
三
、一九九
一三、一五九
三、六八
三
、二八五
二
、八〇一

一二、七九九
二、〇〇六

二〇、九八八

10、〇一九
一九、九八
一九、四一四

一、二六
一七、三

三

一五、七二八
一五、四〇三
一六、三六七
一四、七七八
一四、五〇五

一四、二七六
一三、八九〇
一三、七三五
一三、四三四
三、九三
一、八五一

三、二0一

二、〇三九
10、七七五

二五、八五
二
、一四
二六、一〇七
二六、〇二七
三
、六五六
三
、八〇五
二、四〇九
二
、
二五四

二、九三三
九、九八六

二〇、四九六
二
、三
三

二三、〇七九
二〇、五七六
一九、六六三
一八、七九二

△
三
八
年

〃
三
七
年

�
三
六
年

少
三
五
年

△
三
四
年

√
三
三
年

少
三
〇
年

少
三
一年

少
三
二
年

♪
二
九
年

少
二八
年

♪
二
七
年

♪
二
六
年

少
二
五
年

�
二四
年

√
二三三

年
ク
二二

年
少
二一
年

"
二〇
年

"
一九
年

昭
和
一
八
年

一四、九九九
二四、五八

二
、五三

一五、八二〇
一五、七五七
一五、六四
一五、五六〇

二六、二三六
三
、
八九九

二三、六七一
三三
、六〇七

三
、三四
二
、
九一七

�
四
二
年

�
四
一年

�
四
〇
年

"
三
九
年

八
、 九、六一九
七、九六九

一八、〇二
八、六〇八
六、五二〇

六、四〇九

五、七七九
六、三三三

五、五七七
五、四六九
五、三六七
五、四三八
五、四四九
五、四六五
五、四三〇
五、三七五
四、八九二

四、七八〇

三、四二七
三、六一四

〃
終
戦

!

11 11 11 11

! 市
制
施
行

!
11 11

住
民
基
本
台
帳
(九
月三
〇
日
)

国
勢
調
査
(一
〇
月
一日
)

(一〇
月
一
日
)

心
二
四
年

一、六三四
�
二
三
年

少
二二二
年

少
二
一
年

へ
二〇
年

昭
和
一
八
年

少
三
一
年

少
三
二
年

△
三
〇
年

少
二
九
年

"
二
八
年

←
二七
年

ク
二
六
年

一、六一六
少
二
五
年
一、六
八

一四、三二
一三、九五四
一三、八一八
一三、五六九
一三、三四四

二
二

四、二九一
、〇

、〇
三
四、三
六

二五、七五一
二六、二

五
二六、一五〇

シ
四
九年

少
四
八
年

�
四
七
年

〃
四
六
年

�
四
四
年

〃
四三
年

!

11 11 11! !

国
勢
調
査
(一〇
月
一日
)

住
民
登
録
(九
月
三
〇
日
)

五、〇三四
五、010

五、一三六

四、八三四
五、〇三元

五七
〇、

五三 三
、五
三

三
、九三七
三
、六一五

一四、八〇八
一四、三五〇

一四、三九
一四、〇二

二、二〇五

10、五七三

へ
五
〇
年

486

三、六八四
三、七八二

一、六二八
四、四一八



第
一
章
行

政 五三、〇三一
一七、〇三

四

四
九
年
度

三、九一七
三、九五一
四、二五七
三、七六二
三、四四一
四、四OC

転
入 社
会
増
減五三、六七五
一七、二
八

五
〇
年
度

三、八七七
四、二四八
四、二四八
四、四四八
四、六四〇
五、〇三八

転
出 五一、八九二
五一、七七一
五一、四五七

五四、四八
一七、五五七

五
一
年
度 二
四五
二六七
二六一
二七七
二六六
二六五

死
亡

五四、六九〇
一七、七八九

五
二
年
度

五九
一七ニ 五四
二四五
三八八
一八〇

△△ △ 増:四九五 八七 六三
五 三〇四
七六九 四一 減

九
〇
以
上

八
五
～
八
九

八〇
～
八
四

七
五
～
七
九

七〇
～
七
四

六
五
～
六
九

六
〇
～
六
四

五
五
～
五
九

五
〇
～
五
四

四
五
～
四
九

四
〇
～
四
四

三
五
～
三
九

四、〇六七

四、一五一

四、九三五

三、八二五

三、四六四

三、九七二

四、二三七

四、五〇六
五〇、〇九〇

計三 九三

二六〇
六一六

九八五

一、四六二

一、八四
三、二三三

二、五八七
三、一七七

三、八四六

一、六
七

一、九九五

一、九〇三
二、 〇〇三

二、三五七

一、六八八

一、七七三
二、〇四〇

三、二三〇

二、三
元

二四、五五八

男

二 三

九五

二九九

四六八

七三一
八八九

1010

一、
二七九

一、一四
一、四〇八

一、五五〇

一、八五一

二、一六四

二、一四九

二、五七八

四、三五九

四、六七二

五、四三九

四、七四五

三、七七九

四、三
五

四、五一〇
五〇、八四八

計

二九 PO

三三三 四

四三一
八〇六

一、一五〇

一、六一〇

一、九六五

二、三た二

三、九〇〇

三、四五七
一、
三八

一、八四八

三、二〇三

二、〇八八

二、三〇七

二、五九七

三、二八八
一、九六三

三、一三五

三、三四三

二五、四三

男

10 三 100

一七一

三
六
五六二

八二七

九七〇
一、一九五

一、一九七

一、五三
一、六〇九
一、九九四

ニ、ニ七一

二、三六五

二、八四
二、四五七

一、八一六

一、九九〇
三、一六七

一
、四
天

女

一九

完 三三 二五〇

四10

五八八

七八三

九九五

本
籍
数

区
分

へ
五
三
年

”
五
二
年
一六、九八五
一六、六八六
一六、三

三
一五、八〇三
一五、七一四

世
帯
数五二、四三四
一六、六九五
四
八
年
度 五一、九六三
五一、四六八
五一、三八一
五〇、八四五
五一、一四九
五一、九一八

人
口

人
口
動
態
の
推
移
(毎
年
度
末
調
査
)

部
乙
町
は
「
空
知の
人
口
」
空
知
支
庁
振
興
課
刊
昭
和
五
十
一
年
七
月
発
行
に
よ
る
。)

(注
旧
滝
川
市
の
昭
和
十三
年
以
前
は
滝
川
町
史、
同
十
四
年
以
降三
十
年
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地 域 別 人 口 ・ 世 帯 数

昭 和 50

年

人 口

1世帯当
り人 口

人口密度
(1km2あたり)

km

総
栄
本

数

116,340 14,999 50,090 24,558 25,532 3.3 430.5

町 0,380 713 2,249 1,052 1,197 3.2 5,918.4
町 0,334 852 2,629 1,224 1,405 3.1 7,871.3明

花

神
月

町
町
町

0,844 511 1,642 826 816 3.2 1,945.5
空 知町 0,479 208 694 336 358 3.3 1,448.9
大 町 0,429 837 2,543 1,186 1,357 3.0 5,927.7
一 の 坂 町 0,440 970 3,078 1,528 1,550 3.2 6,995.5
西 町 3,220 1,832 5,934 2,910 3,024 3.2 1,842.9

緑 町 0,408 704 1,955 1,006 949 2.8 4,791.7
朝 日 町 0,851 1,305 4,440 2,176 2,264 3.4 5,217.4
黄 金

町
町
町 2,577 1,546 5,667 3,077 2,590 3.7 2,199.111

二 の 坂 町 0,927 143 537 278 259 3.8 579.3東 町

2,590 510 1,691 817 874 3.3 652.9
中 島 町 1,640 57 214 98 116 3.8 130.5

西「滝 川 4,837 34 170 87 83 5.0 35.1
北 滝 の 川 13,087 1,035 3,776 1,817 1,959 3.6 288.5
南 滝 の 川 2,955 58 233 116 117 4.0 78.8
東 滝 川 14,630 339 1,165 555 610 3.4 79.6
江 部 乙 町 64,270 1,840 6,623 3,146 3,477 3.6 103.0

月 0,331 413 1,395 646 749 3.4 4,214.5
新

0,260 520 1,643 770 873 3.2 6,319.2
政
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計

男 女

905 3.2 2,129.3
泉

0,851 572 1,812 907
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